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枠組壁工法構造用製材の日本農林規格
制 定：昭和４９年７月８日農林省告示第６００号

一部改正：昭和５３年６月９日農林省告示第７２６号

一部改正：昭和５６年３月１９日農林水産省告示第４０６号

一部改正：昭和５６年１２月２３日農林水産省告示第１９１４号

一部改正：昭和６３年９月１０日農林水産省告示第１４１２号

一部改正：平成３年５月２７日農林水産省告示第７０２号

一部改正：平成３年１２月２６日農林水産省告示第１４８６号

一部改正：平成６年１１月３０日農林水産省告示第１６２６号

一部改正：平成９年９月３日農林水産省告示第１３８１号

一部改正：平成１７年８月１５日農林水産省告示第１３０４号

一部改正：平成１９年８月２９日農林水産省告示第１０８４号

最終改正：平成２２年７月９日農林水産省告示第１０３５号

（適用の範囲）

第１条 この規格は、枠組壁工法構造用製材に適用する。

（定義）

第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用 語 定 義

枠組壁工法構造用製材 枠組壁工法建築物の構造耐力上主要な部分に使用する材面に調整を施した針葉樹の製材をいう。

甲 種 枠 組 材 枠組壁工法構造用製材（機械による曲げ応力等級区分を行う枠組壁工法構造用製材（以下「ＭＳＲ

製材」という。）を除く。）のうち、主として高い曲げ性能を必要とする部分に使用するものをい

う。

乙 種 枠 組 材 甲種枠組材以外の枠組壁工法構造用製材（ＭＳＲ製材を除く。）をいう。

曲 げ 応 力 物体内部に作用する力で、その形状を変えようとする曲げ外力に抵抗するものをいう。

曲 げ 応 力 等 級 等級区分機（枠組壁工法構造用製材の曲げヤング係数を測定するために用いる装置をいう。以下同

じ。）によつて、枠組壁工法構造用製材の曲げヤング係数を測定し、最大曲げ応力を求め、格付す

る場合の等級をいう。

（寸法型式）

第３条 この規格における枠組壁工法構造用製材の寸法型式は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その規定寸法はそれぞれ同

表の右欄に掲げるとおりとする。

（単位 ｍｍ）

寸法型式 未乾燥材（含水率が１９％を超えるものをいう。以 乾燥材（含水率が１９％以下のものをいう。以下同

下同じ。）の規定寸法 じ。）の規定寸法

厚さ 幅 厚さ 幅

１０４ ２０ ９０ １９ ８９

１０６ ２０ １４３ １９ １４０
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２０３ ４０ ６５ ３８ ６４

２０４ ４０ ９０ ３８ ８９

２０５ ４０ １１７ ３８ １１４

２０６ ４０ １４３ ３８ １４０

２０８ ４０ １９０ ３８ １８４

２１０ ４０ ２４１ ３８ ２３５

２１２ ４０ ２９２ ３８ ２８６

３０４ ６５ ９０ ６４ ８９

３０６ ６５ １４３ ６４ １４０

４０４ ９０ ９０ ８９ ８９

４０６ ９０ １４３ ８９ １４０

４０８ ９０ １９０ ８９ １８４

（甲種枠組材の規格）

第４条 甲種枠組材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

特 級 １ 級 ２ 級 ３ 級

品 含水率（乾燥材に限 別記３の(1)の含水率試験を行い、同一試料から採取した試験片の含水率の平均値が１９％以下

る。） であること。

質

節 又 は 穴 １ 節の径が別表第１の(1)の各区分の節に掲げる数値以下であること。

２材面において、長さ１５ｃｍの範囲内にある節又は穴の径の合計が別表第１の(1)の各区分

の節に掲げる数値の２倍以下であること。ただし、節又は穴のすべてが中央部に存する場合に

あつては同表の各区分の節の中央部に掲げる数値の２倍以下、節又は穴のすべて又は一部が材

縁部に存する場合にあつては同表の各区分の節の材縁部に掲げる数値の２倍以下であること。

３ 材面において、特級にあつては長さ１２０ｃｍ、１級にあつては長さ９０ｃｍ、２級にあつ

ては長さ６０ｃｍ、３級にあつては長さ３０ｃｍの範囲内にある穴の径の合計が別表第１の(1)

の各区分の穴に掲げる数値以下であること。

腐 れ ないこと。 同左 程度の重い腐れ（腐れ 程度の重い腐れの面積

部分が軟らかくなつて が当該腐れの存する材

いるものをいう。以下 面の面積の１０％以下

同じ。）がなく、かつ、 であり、かつ、程度の

程度の軽い腐れ（腐れ 軽い腐れの面積が当該

部分が軟らかくなつて 腐れの存する材面の面

いないものをいう。以 積の３０％以下である
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下同じ。）の面積が当 こと。

該腐れの存する材面の

面積の１０％以下であ

ること。

変 色 １ 堅固な心材部以外 堅固な心材部以外の心 同左 －

の心材部にないこ 材部にないこと。

と。

２ 堅固な心材部にあ

る変色している部分

の面積が材面の面積

の１０％以下である

こと。

丸 身 厚丸身及び幅丸身が１ 同左 厚丸身及び幅丸身が１ 厚丸身及び幅丸身が１

／４以下であること。 ／３以下であること。 ／２以下であること。

ただし、１荷口のうち、 ただし、１荷口のうち、 ただし、１荷口のうち、

材の長さの１／４以下 材の長さの１／４以下 材の長さの１／４以下

において、厚丸身が１ において、厚丸身が２ において、厚丸身が７

／２以下及び幅丸身が ／３以下及び幅丸身が ／８以下及び幅丸身が

１／３以下であるもの １／２以下であるもの ３／４以下であるもの

が含まれる場合には、 が含まれる場合には、 が含まれる場合には、

当該荷口の５％以下で 当該荷口の５％以下で 当該荷口の５％以下で

あること。 あること。 あること。

割 貫 木口面にお 長さが当該材の幅以下 同左 長さが当該材の幅の 長さが当該材の幅の２

けるもの であること。この場合 １．５倍以下であるこ 倍以下であること。

れ 通 において、割れの深さ と。この場合において、

が当該材の厚さの１／ 割れの深さが当該材の

割 ２（乾燥材にあつては、 厚さの１／２（乾燥材

３／４）を超えるもの にあつては、３／４）

れ は、貫通割れとみなす。 を超えるものは、貫通

割れとみなす。

木口面以外 ないこと。 同左 長さの合計が６０ｃｍ 長さの合計が当該材の

の材面にお 以下であること。 長さの１／３以下であ

けるもの ること。

その他の割れ 長さの合計が６０ｃｍ 同左 長さの合計が９０ｃｍ －

（乾燥材にあつては、 （乾燥材にあつては、

９０ｃｍ）以下である １３５ｃｍ）以下又は

こと。 当該材の長さの１／４

（乾燥材にあつては、

３／８）以下であるこ

と。

加 逆 目 ぼ れ 深さが３．０ｍｍを超 同左 深さが３．０ｍｍを超 同左

え４．０ｍｍ以下の部 える部分の面積が、各

工 分の面積が１００ｃｍ 材面の面積の３０％以
２以下であり、かつ、 下であること。
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上 深さが３．０ｍｍ以下

の部分の面積が各材面

の の面積の２０％以下で

あること。

欠

毛 羽 立 ち 高さが３．０ｍｍを超 同左 高さが３．０ｍｍを超 同左

点 える部分の面積が１０ える部分の面積が、各

０ｃｍ２以下であり、 材面の面積の３０％以

かつ、高さが３．０ｍ 下であること。

ｍ以下の部分の面積が

各材面の面積の２０％

以下であること。

目 違 い 高さが１．５ｍｍを超 同左 高さが１．５ｍｍを超 同左

える部分の面積が１０ える部分の面積が、各

０ｃｍ２以下であり、 材面の面積の３０％以

かつ、高さが１．５ｍ 下であること。

ｍ以下の部分の面積が

各材面の面積の２０％

以下であること。

目 離 れ 長さが３０ｍｍ以下で 同左 長さが３０ｍｍを超え 同左

あつて、材の長さ１ｍ るもので利用上支障の

（端数がある場合には、 ないものが、材の長さ

これを切り上げる。） １ｍ（端数がある場合

につき２個以下である には、これを切り上げ

こと。 る。）につき３個以下

であること。

は な 落 ち 深さが１．５ｍｍ以下 同左 深さが３．０ｍｍ以下 同左

であること。 であること。

ロール跡及びか 幅が１．５ｍｍ以下で 同左 利用上支障のないこ 同左

んな焼け あること。 と。

チップマーク 深さが３．０ｍｍ以下 同左 利用上支障のないこ 同左

であること。 と。

ナイフマーク 幅が４．４ｍｍ以下で 同左 利用上支障のないこ 同左

あること。 と。

削 り 残 し 深さが３．０ｍｍを超 同左 各材面の面積の４０％ 同左

え４．０ｍｍ以下の部 以下であつて、深さが

分の面積が１００ｃｍ ３．０ｍｍを超える部
２以下であり、かつ、 分の面積が、各材面の

深さが３．０ｍｍ以下 面積の３０％以下であ

の部分の面積が各材面 ること。

の面積の３０％以下で

あること。



- 5 -

その他の加工上 顕著でないこと。 同左 利用上支障のないこ 同左

の欠点 と。

曲 が り ０．２％以下であるこ 同左 ０．５％以下であるこ 同左

と。 と。

反 り 又 は ね じ れ 矢高が別表第２の(1)から(7)までに掲げる数値以下であること。

平均年輪幅（別表第 ６．０ｍｍ以下である 同左 同左 －

３の樹種群の略号が こと。

「Ｈｅｍ－Ｆｉｒ」

及び「Ｓ－Ｐ－Ｆ又

はＳｐｒｕｃｅ－Ｐ

ｉｎｅ－Ｆｉｒ」に

該当する樹種を除

く。）

髄 寸法型式が、１ 髄の中心から半径５０ 同左 同左 厚さに係る材面におけ

心 ０４、１０６、 ｍｍ以内の年輪界がな る髄の長さが材の長さ

部 ２０３、２０４、 いこと。 の１／４以下であるこ

又 ２０５、２０６、 と。

は ２０８、３０４、

髄 ３０６、４０４、

（

４０６及び４０

ラ ８のもの

ジ

ア 寸法型式が、２ 幅に係る材面における 同左 同左 厚さに係る材面におけ

タ １０及び２１２ 材縁から材幅の１／３ る髄の長さが材の長さ

パ のもの の距離までの部分にお の１／４以下であるこ

イ いて髄の中心から半径 と。

ン ５０ｍｍ以内の年輪界

に がないこと。

限

る

。

）

繊 維 走 向 の 傾 斜 ８０ｍｍ以下であるこ １００ｍｍ以下である １２０ｍｍ以下である ２５０ｍｍ以下である

と。 こと。 こと。 こと。

そ の 他 の 欠 点 軽微であること。 同左 顕著でないこと。 利用上支障のないこ

と。

イ ン サ イ ジ ン グ インサイジングは欠点とみなさない。ただし、その仕様は製材の曲げ強さ及び曲げヤング係数の

低下がおおむね１割を超えない範囲内とする。

保存処理（保存処理 保存処理を施した旨の表示がしてあるものにあつては、次に掲げる基準に適合していること。

を施した旨が表示さ １ アからコまでに掲げるいずれかの種類のうち、当該アからコまでに定める薬剤（アからケま

れているものに限 でに定める薬剤にあつては、日本工業規格Ｋ １５７０（２００４）に規定するもの）により保

る。） 存処理が行われていること。
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ア 第四級アンモニウム化合物系

ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＡＡＣ－１）

イ 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物系

Ｎ，Ｎ－ジデシル－Ｎ－メチル－ポリオキシエチル－アンモニウムプロピオネート・シラ

フルオフェン剤（ＳＡＡＣ）

ウ ほう素・第四級アンモニウム化合物系

ほう素・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＢＡＡＣ）

エ 銅・第四級アンモニウム化合物系

銅・Ｎ－アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＡＣＱ－１）

銅・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＡＣＱ－２）

オ 銅・アゾール化合物系

銅・シプロコナゾール剤（ＣＵＡＺ）

カ アゾール・ネオニコチノイド化合物系

シプロコナゾール・イミダクロプリド剤（ＡＺＮ）

キ 脂肪酸金属塩系

ナフテン酸銅乳剤（ＮＣＵ－Ｅ）

ナフテン酸亜鉛乳剤（ＮＺＮ－Ｅ）

第三級カルボン酸亜鉛・ペルメトリン乳剤（ＶＺＮ－Ｅ）

ク ナフテン酸金属塩系

ナフテン酸銅油剤（ＮＣＵ－Ｏ）

ナフテン酸亜鉛油剤（ＮＺＮ－Ｏ）

ケ クレオソート油

クレオソート油剤（Ａ）

コ ほう素化合物系

ほう砂・ほう酸混合物又は八ほう酸ナトリウム製剤（Ｂ）

２ 別記３の(2)の浸潤度試験の結果、辺材部分及び心材部分の浸潤度（試験片の切断面が辺材

部分のみ又は心材部分のみからなる場合にあつては、当該辺材部分又は心材部分の浸潤度）が、

次の表の左欄に掲げる性能区分及び中欄に掲げる樹種に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基

準に適合していること。

性能 樹 種 基 準

区分

Ｋ１ すべての樹種 辺材部分の浸潤度が９０％以上であること。

Ｋ２ 心材の耐久性区分 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１０ｍ

Ｄ１の樹種 ｍまでの心材部分の浸潤度が２０％以上であること。

心材の耐久性区分 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１０ｍ

Ｄ２の樹種 ｍまでの心材部分の浸潤度が８０％以上であること。

Ｋ３ すべての樹種 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１０ｍ

ｍまでの心材部分の浸潤度が８０％以上であること。

Ｋ４ 心材の耐久性区分 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１０ｍ

Ｄ１の樹種 ｍまでの心材部分の浸潤度が８０％以上であること。

心材の耐久性区分 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１５ｍ

Ｄ２の樹種 ｍ（厚さが９０ｍｍを超える枠組壁工法構造用製材にあつては、

２０ｍｍ）までの心材部分の浸潤度が８０％以上であること。

Ｋ５ すべての樹種 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１５ｍ

ｍ（厚さが９０ｍｍを超える枠組壁工法構造用製材にあつては、

２０ｍｍ）までの心材部分の浸潤度が８０％以上であること。

（注）１ 心材の耐久性区分Ｄ１の樹種は、ウェスタンラーチ、ウェスタンレッドシーダー、カ

ラマツ、サイプレスパイン、スギ、タイワンヒノキ、ダグラスファー、ダフリカカラマ

ツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、ヒノキ、ヒバ及びベイヒと

する。
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２ 心材の耐久性区分Ｄ２の樹種は、１に掲げる樹種以外のものとする。

３ 別記の３の(3)の吸収量試験の結果、薬剤の吸収量が、次の表の左欄に掲げる性能区分及び

中欄に掲げる使用した薬剤の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合して

いること。ただし、複数の有効成分を配合したものについては、その配合比が日本工業規格Ｋ

１５７０（２００４）に規定する範囲内であつて、かつ、各有効成分の合計が次の表の基準

に適合していること。

性能 使用した薬剤の種類 基 準

区分

Ｋ１ ほう素化合物系 ほう酸として１．２ｋｇ／ｍ３以上であること。

Ｋ２ 第四級アンモニウム ジデシルジメチルアンモニウムクロリド（以下「ＤＤＡＣ」と

化合物系 いう。）として２．３ｋｇ／ｍ３以上であること。

第四級アンモニウム 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物として

・非エステルピレス １．３ｋｇ／ｍ３以上であること。

ロイド化合物系

ほう素・第四級アン ほう素・第四級アンモニウム化合物として１．６ｋｇ／ｍ３以

モニウム化合物系 上であること。

銅・第四級アンモニ 銅・アルキルアンモニウム化合物として１．３ｋｇ／ｍ３以上

ウム化合物系 であること。

銅・アゾール化合物 銅・シプロコナゾール化合物として０．５ｋｇ／ｍ３以上であ

系 ること。

アゾール・ネオニコ アゾール・ネオニコチノイド化合物として０．０８ｋｇ／ｍ３

チノイド化合物系 以上であること。

脂肪酸金属塩系 銅を主剤としたものにあつては、銅として０．５ｋｇ／ｍ３以

上であること。

亜鉛を主剤としたものにあつては、亜鉛として１．０ｋｇ／

ｍ３以上であること。

亜鉛及びペルメトリンを主剤としたものにあつては、これらの

化合物として１．３ｋｇ／ｍ３以上であること。

ナフテン酸金属塩系 銅を主剤としたものにあつては、銅として０．４ｋｇ／ｍ３以

上であること。

亜鉛を主剤としたものにあつては、亜鉛として０．８ｋｇ／

ｍ３以上であること。

Ｋ３ 第四級アンモニウム ＤＤＡＣとして４．５ｋｇ／ｍ３以上であること。

化合物系

第四級アンモニウム 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物として

・非エステルピレス ２．５ｋｇ／ｍ３以上であること。

ロイド化合物系

ほう素・第四級アン ほう素・第四級アンモニウム化合物として３．２ｋｇ／ｍ３以

モニウム化合物系 上であること。

銅・第四級アンモニ 銅・アルキルアンモニウム化合物として２．６ｋｇ／ｍ３以上

ウム化合物系 であること。

銅・アゾール化合物 銅・シプロコナゾール化合物として１．０ｋｇ／ｍ３以上であ

系 ること。

アゾール・ネオニコ アゾール・ネオニコチノイド化合物として０．１５ｋｇ／ｍ３

チノイド化合物系 以上であること。

脂肪酸金属塩系 銅を主剤としたものにあつては、銅として１．０ｋｇ／ｍ３以

上であること。

亜鉛を主剤としたものにあつては、亜鉛として２．０ｋｇ／

ｍ３以上であること。
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亜鉛及びペルメトリンを主剤としたものにあつては、これらの

化合物として２．５ｋｇ／ｍ３以上であること。

ナフテン酸金属塩系 銅を主剤としたものにあつては、銅として０．８ｋｇ／ｍ３以

上であること。

亜鉛を主剤としたものにあつては、亜鉛として１．６ｋｇ／

ｍ３以上であること。

Ｋ４ 第四級アンモニウム ＤＤＡＣとして９．０ｋｇ／ｍ３以上であること。

化合物系

第四級アンモニウム 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物として

・非エステルピレス ５．０ｋｇ／ｍ３以上であること。

ロイド化合物系

ほう素・第四級アン ほう素・第四級アンモニウム化合物として６．４ｋｇ／ｍ３以

モニウム化合物系 上であること。

銅・第四級アンモニ 銅・アルキルアンモニウム化合物として５．２ｋｇ／ｍ３以上

ウム化合物系 であること。

銅・アゾール化合物 銅・シプロコナゾール化合物として２．０ｋｇ／ｍ３以上であ

系 ること。

アゾール・ネオニコ アゾール・ネオニコチノイド化合物として０．３ｋｇ／ｍ３以

チノイド化合物系 上であること。

脂肪酸金属塩系 銅を主剤としたものにあつては、銅として１．５ｋｇ／ｍ３以

上であること。

亜鉛を主剤としたものにあつては、亜鉛として４．０ｋｇ／

ｍ３以上であること。

亜鉛及びペルメトリンを主剤としたものにあつては、これらの

化合物として５．０ｋｇ／ｍ３以上であること。

ナフテン酸金属塩系 銅を主剤としたものにあつては、銅として１．２ｋｇ／ｍ３以

上であること。

亜鉛を主剤としたものにあつては、亜鉛として３．２ｋｇ／

ｍ３以上であること。

クレオソート油 クレオソート油として８０ｋｇ／ｍ３以上であること。

Ｋ５ 銅・第四級アンモニ 銅・アルキルアンモニウム化合物として１０．５ｋｇ／ｍ３以

ウム化合物系 上であること。

脂肪酸金属塩系 銅として２．３ｋｇ／ｍ３以上であること。

ナフテン酸金属塩系 銅として１．８ｋｇ／ｍ３以上であること。

クレオソート油 クレオソート油として１７０ｋｇ／ｍ３以上であること。

寸 法 １ 寸法型式が、１０４、１０６、２０３、２０４、２０５、２０６、２０８、２１０、２１２、

３０４、３０６、４０４、４０６又は４０８であること。

２ 表示された寸法（寸法型式を含む。）と測定した寸法の差が次の表に掲げる数値以下である

こと。

（単位 ｍｍ）

表示された寸法（寸法型式を含む。）と測定した寸法の差

厚さ及び幅 ±１．５

長さ ＋制限しない。－０

表 表 示 事 項 １ 次の事項を一括して表示してあること。

(1) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字
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示 (2) 寸法型式名及び未乾燥材又は乾燥材の別を表す文字

(3) 長さ

(4) 製造業者又は販売業者（輸入品にあつては、輸入業者。以下同じ。）の氏名又は名称その

他製造業者又は販売業者を表す文字

２ 保存処理を施した旨が表示されているものにあつては、１に規定するもののほか、性能区分

及び使用した薬剤を一括して記載してあること。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の基準の１の(1)から(3)までに掲げる事項の表示は、次に規定する方法により行わ

れ ていること。

(1) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

ア 樹種名を表示するものにあつては、別表第３の樹種の名称（同表に掲げる樹種以外の

ものにあつては、その樹種の一般名。以下同じ。）を記載すること。

イ 樹種群を表示するものにあつては、同表の樹種群の略号を記載すること。

ウ 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するものにあつては、同一荷口に含まれるすべて

の樹種について、同表に掲げる樹種の名称を記載し、その次に括弧を付して同表の樹種

群の略号を記載すること。

(2) 寸法型式名及び未乾燥材又は乾燥材の別を表す文字

第３条の表に掲げる寸法型式名に、未乾燥材にあつては「Ｇ」を、乾燥材にあつては「Ｄ」

の文字を付して記載すること。

(3) 長さ

長さは、ｍｍ、ｃｍ又はｍの単位を明記して記載すること。

２ 保存処理のうち性能区分が、Ｋ１のものにあつては「保存処理Ｋ１」と、Ｋ２のものにあつ

ては「保存処理Ｋ２」と、Ｋ３のものにあつては「保存処理Ｋ３」と、Ｋ４のものにあつては

「保存処理Ｋ４」と、Ｋ５のものにあつては「保存処理Ｋ５」と記載するほか、使用した薬剤

を次の表の左欄に掲げる薬剤名又は同表の右欄に掲げる薬剤の記号をもつて記載すること。

薬 剤 名 薬 剤 の 記 号

ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤 ＡＡＣ－１

Ｎ，Ｎ－ジデシル－Ｎ－メチル－ポリオキシエチル－アンモニ ＳＡＡＣ

ウムプロピオネート・シラフルオフェン剤

ほう素・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤 ＢＡＡＣ

銅・Ｎ－アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド剤 ＡＣＱ－１

銅・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤 ＡＣＱ－２

銅・シプロコナゾール剤 ＣＵＡＺ

シプロコナゾール・イミダクロプリド剤 ＡＺＮ

ナフテン酸銅乳剤 ＮＣＵ－Ｅ

ナフテン酸亜鉛乳剤 ＮＺＮ－Ｅ

第三級カルボン酸亜鉛・ペルメトリン乳剤 ＶＺＮ－Ｅ

ナフテン酸銅油剤 ＮＣＵ－Ｏ

ナフテン酸亜鉛油剤 ＮＺＮ－Ｏ

クレオソート油剤 Ａ

ほう砂・ほう酸混合物又は八ほう酸ナトリウム製剤 Ｂ

３ 表示事項の基準に掲げる事項の表示は、材ごと（長さ表示にあつては、材ごと又は寸法が同

一である各こりごと）に見やすい箇所に明瞭にしてあること。

表 示 禁 止 事 項 次に掲げる事項を表示していないこと。

(1) 表示事項の基準に掲げる事項の内容と矛盾する用語

(2) その他品質を誤認させるような文字、絵その他の表示
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（乙種枠組材の規格）

第５条 乙種枠組材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

コンストラクション スタンダード ユティリティ

品 含水率（乾燥材に限 前条の甲種枠組材の規格の品質の含水率（乾燥材に限る。）の基準を適用する。

る。）

質

節 又 は 穴 １ 節の径が別表第１の(2)の各区分の節に掲げる数値以下であること。ただし、幅の材面を横

断した流れ節の場合にあつては、相当径比が、コンストラクションにあつては１／４以下、ス

タンダードにあつては１／３以下、ユティリティにあつては１／２以下であること。

２ 材面において、長さ１５ｃｍの範囲内にある節又は穴の径の合計が別表第１の(2)の各区分

の節に掲げる数値の２倍以下であること。

３ 材面において、コンストラクションにあつては長さ９０ｃｍ、スタンダードにあつては長さ

６０ｃｍ、ユティリティにあつては長さ３０ｃｍの範囲内にある穴の径の合計が別表第１の(2)

の各区分の穴に掲げる数値以下であること。

腐 れ ないこと。 程度の重い腐れがなく、かつ、 程度の重い腐れの面積が当該

程度の軽い腐れの面積が当該腐 腐れの存する材面の面積の１

れの存する材面の面積の１０％ ０％以下であり、かつ、程度

以下であること。 の軽い腐れの面積が当該腐れ

の存する材面の面積の３０％

以下であること。

変 色 堅固な心材部以外の心材部にな 同左 －

いこと。

丸 身 厚丸身及び幅丸身が１／４以下 厚丸身及び幅丸身が１／３以下 厚丸身及び幅丸身が１／２以

であること。ただし、１荷口の であること。ただし、１荷口の 下であること。ただし、１荷

うち、材の長さの１／４以下に うち、材の長さの１／４以下に 口のうち、材の長さの１／４

おいて、厚丸身が１／２以下及 おいて、厚丸身が２／３以下及 以下において、厚丸身が７／

び幅丸身が１／３以下であるも び幅丸身が１／２以下であるも ８以下及び幅丸身が３／４以

のが含まれる場合には、当該荷 のが含まれる場合には、当該荷 下であるものが含まれる場合

口の５％以下であること。 口の５％以下であること。 には、当該荷口の５％以下で

あること。

割 貫 木口面にお 長さが当該材の幅以下であるこ 長さが当該材の幅の１．５倍以 長さが当該材の長さの１／６

けるもの と。この場合において、割れの 下であること。この場合におい 以下であること。

れ 通 深さが当該材の厚さの１／２ て、割れの深さが当該材の厚さ

（乾燥材にあつては、３／４） の１／２（乾燥材にあつては、

割 を超えるものは、貫通割れとみ ３／４）を超えるものは、貫通

なす。 割れとみなす。

れ

木口面以外 ないこと。 長さの合計が６０ｃｍ以下であ 長さの合計が当該材の長さの

の材面にお ること。 １／３以下であること。

けるもの

その他の割れ 長さの合計が６０ｃｍ（乾燥材 長さの合計が９０ｃｍ（乾燥材 －
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にあつては、９０ｃｍ）以下で にあつては、１３５ｃｍ）以下

あること。 又は当該材の長さの１／４（乾

燥材にあつては、３／８）以下

であること。

加 逆 目 ぼ れ 深さが３．０ｍｍを超え４．０ 深さが３．０ｍｍを超える部分 同左

ｍｍ以下の部分の面積が１００ の面積が、各材面の面積の３０

工 ｃｍ２以下であり、かつ、深さ ％以下であること。

が３．０ｍｍ以下の部分の面積

上 が各材面の面積の２０％以下で

あること。

の

毛 羽 立 ち 高さが３．０ｍｍを超える部分 高さが３．０ｍｍを超える部分 同左

欠 の面積が１００ｃｍ２以下であ の面積が、各材面の面積の３０

り、かつ、高さが３．０ｍｍ以 ％以下であること。

点 下の部分の面積が各材面の面積

の２０％以下であること。

目 違 い 高さが１．５ｍｍを超える部分 高さが１．５ｍｍを超える部分 同左

の面積が１００ｃｍ２以下であ の面積が、各材面の面積の３０

り、かつ、高さが１．５ｍｍ以 ％以下であること。

下の部分の面積が各材面の面積

の２０％以下であること。

目 離 れ 長さが３０ｍｍ以下であつて、 長さが３０ｍｍを超えるもので 同左

材の長さ１ｍ（端数がある場合 利用上支障のないものが、材の

には、これを切り上げる。）に 長さ１ｍ（端数がある場合には、

つき２個以下であること。 これを切り上げる。）につき３

個以下であること。

は な 落 ち 深さが１．５ｍｍ以下であるこ 深さが３．０ｍｍ以下であるこ 同左

と。 と。

ロール跡及びか 幅が１．５ｍｍ以下であること。 利用上支障のないこと。 同左

んな焼け

チップマーク 深さが３．０ｍｍ以下であるこ 利用上支障のないこと。 同左

と。

ナイフマーク 幅が４．４ｍｍ以下であること。 利用上支障のないこと。 同左

削 り 残 し 深さが３．０ｍｍを超え４．０ 各材面の面積の４０％以下であ 同左

ｍｍ以下の部分の面積が１００ つて、深さが３．０ｍｍを超え

ｃｍ２以下であり、かつ、深さ る部分の面積が、各材面の面積

が３．０ｍｍ以下の部分の面積 の３０％以下であること。

が各材面の面積の３０％以下で

あること。

その他の加工上 顕著でないこと。 利用上支障のないこと。 同左

の欠点
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曲 が り ０．２％以下であること。 ０．５％以下であること。 同左

反 り 又 は ね じ れ 前条の甲種枠組材の規格の品質の反り又はねじれの基準を適用する。

髄（ラジアタパイン 厚さに係る材面における髄の長さが材の長さの１／４以下であること。

に限る。）

繊 維 走 向 の 傾 斜 １７０ｍｍ以下であること。 ２５０ｍｍ以下であること。 同左

そ の 他 の 欠 点 軽微であること。 顕著でないこと。 利用上支障のないこと。

イ ン サ イ ジ ン グ 前条の甲種枠組材の規格の品質のインサイジングの基準を適用する。

保存処理（保存処理 前条の甲種枠組材の規格の品質の保存処理（保存処理を施した旨が表示されているものに限る。）

を施した旨が表示さ の基準を適用する。

れているものに限

る。）

寸 法 １ 寸法型式が２０３、２０４、２０５、２０６、３０４、３０６、４０４、４０６又は４０８

であること。

２ 前条の甲種枠組材の規格の品質の寸法の基準の２を適用する。

表 示 前条の甲種枠組材の規格の表示の基準を適用する。

（ＭＳＲ製材の規格）

第６条 ＭＳＲ製材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

品 含水率（乾燥材に限 第４条の甲種枠組材の規格の品質の含水率（乾燥材に限る。）の基準を適用する。

る。）

質

曲 げ 強 度 性 能 別記３の(4)の曲げ試験を行い、次の１から３までの基準に適合していること。

１ 曲げ試験に供する枠組壁工法構造用製材（以下「曲げ試験製材」という。）の曲げヤング係

数の平均値が、表１の曲げ応力等級のうち格付しようとするものに対応する同表の曲げヤング

係数の①の数値以上であること。

２ 曲げ試験製材の曲げヤング係数が、表１の曲げ応力等級のうち格付しようとするものに対応

する同表の曲げヤング係数の②の数値以上である曲げ試験製材の本数は表２の採取枚数又は本

数に応じ、それぞれ同表の適合する枚数又は本数の数以上であること。

３ 曲げ試験製材のうち、次の計算式により計算された荷重に至るまで破壊されないものが、表

３の採取枚数又は本数に応じ、それぞれ同表の適合する枚数又は本数の数以上であること。こ

の場合において、曲げ試験製材が一部破壊されていても、全体として当該荷重を支えているこ

とが明らかな場合には、当該曲げ試験製材は破壊されていないものとみなす。ただし、これ以

外の方法によつて曲げ試験製材の曲げ応力度の信頼水準７５％の９５％下側許容限界値が表１

の曲げ応力度の数値以上であることを明らかに判定できる場合には、その方法によることがで

きる。

ＦＢ×ｂ×ｈ２

荷重（Ｎ）＝


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ＦＢ：表１の曲げ応力等級のうち格付しようとするものに対応する同表の曲げ応力度（ＭＰ

ａ又はＮ／ｍｍ２）

ｂ：曲げ試験製材の厚さ（ｍｍ）

ｈ：曲げ試験製材の幅（ｍｍ）

：スパン（ｍｍ）

表１

曲げ応力等級 曲げヤング係数 曲げ応力度

（ＧＰａ又は１０３Ｎ／ｍｍ２） （ＭＰａ又はＮ／ｍｍ２）

① ②

９００Ｆｂ－１．０Ｅ ６．９ ５．６ １３．２

９００Ｆｂ－１．２Ｅ ８．３ ６．８ １３．２

１２００Ｆｂ－１．２Ｅ ８．３ ６．８ １７．４

１２００Ｆｂ－１．５Ｅ １０．３ ８．５ １７．４

１３５０Ｆｂ－１．３Ｅ ９．０ ７．３ １９．８

１３５０Ｆｂ－１．８Ｅ １２．４ １０．２ １９．８

１４５０Ｆｂ－１．３Ｅ ９．０ ７．３ ２１．０

１５００Ｆｂ－１．３Ｅ ９．０ ７．３ ２２．２

１５００Ｆｂ－１．４Ｅ ９．７ ７．９ ２２．２

１５００Ｆｂ－１．８Ｅ １２．４ １０．２ ２２．２

１６５０Ｆｂ－１．３Ｅ ９．０ ７．３ ２４．０

１６５０Ｆｂ－１．４Ｅ ９．７ ７．９ ２４．０

１６５０Ｆｂ－１．５Ｅ １０．３ ８．５ ２４．０

１６５０Ｆｂ－１．８Ｅ １２．４ １０．２ ２４．０

１８００Ｆｂ－１．６Ｅ １１．０ ９．１ ２６．４

１８００Ｆｂ－２．１Ｅ １４．５ １１．９ ２６．４

１９５０Ｆｂ－１．５Ｅ １０．３ ８．５ ２８．８

１９５０Ｆｂ－１．７Ｅ １１．７ ９．６ ２８．８

２１００Ｆｂ－１．８Ｅ １２．４ １０．２ ３０．６

２２５０Ｆｂ－１．６Ｅ １１．０ ９．１ ３３．０

２２５０Ｆｂ－１．９Ｅ １３．１ １０．７ ３３．０

２４００Ｆｂ－１．７Ｅ １１．７ ９．６ ３４．８

２４００Ｆｂ－２．０Ｅ １３．８ １１．３ ３４．８

２５５０Ｆｂ－２．１Ｅ １４．５ １１．９ ３７．２

２７００Ｆｂ－２．２Ｅ １５．２ １２．４ ３９．６

２８５０Ｆｂ－２．３Ｅ １５．９ １３．０ ４１．４

３０００Ｆｂ－２．４Ｅ １６．５ １３．６ ４３．８

３１５０Ｆｂ－２．５Ｅ １７．２ １４．１ ４５．６

３３００Ｆｂ－２．６Ｅ １７．９ １４．７ ４８．０

表２

採取枚数又は本数 適合する枚数又は本数

２８ ２７

５３ ５１



- 14 -

表３

採取枚数又は本数 適合する枚数又は本数

２８ ２８

５３ ５２

引張り強度性能（引 別記３の(5)の引張り試験を行い、引張り試験に供する枠組壁工法構造用製材（以下「引張り試

張り強度性能を表示 験製材」という。）のうち、次の計算式により計算された荷重に至るまで破壊されないものが、

するものに限る。） 表２の採取枚数又は本数に応じ、それぞれ同表の適合する枚数又は本数の数以上であること。こ

の場合において、引張り試験製材が一部破壊されていても、全体として当該荷重を支えているこ

とが明らかな場合には、当該引張り試験製材は破壊されていないものとみなす。ただし、これ以

外の方法によつて引張り試験製材の引張り応力度の信頼水準７５％の９５％下側許容限界値が表

１の引張り応力度以上であることを明らかに判定できる場合には、その方法によることができる。

荷重（Ｎ）＝ＦＴ×Ａ

ＦＴ：表１の引張り強度性能のうち格付しようとするものに対応する同表の引張り応力度

（ＭＰａ又はＮ／ｍｍ２）

Ａ：引張り試験製材の断面積（ｍｍ２）

表１

引張り強度性能 引張り応力度（ＭＰａ又はＮ／ｍｍ２）

３５０Ｆｔ ５．４

６００Ｆｔ ９．０

７５０Ｆｔ １１．４

８００Ｆｔ １２．０

９００Ｆｔ １３．２

１０２０Ｆｔ １５．０

１１７５Ｆｔ １７．４

１３７５Ｆｔ ２０．４

１５７５Ｆｔ ２３．４

１７５０Ｆｔ ２５．８

１９２５Ｆｔ ２８．２

２０５０Ｆｔ ３０．０

２１５０Ｆｔ ３１．２

２３００Ｆｔ ３３．６

２４００Ｆｔ ３４．８

２５００Ｆｔ ３６．６

２６５０Ｆｔ ３８．４

表２

採取枚数又は本数 適合する枚数又は本数

２８ ２８

５３ ５２
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丸 身 厚丸身及び幅丸身が１／３以下であること。ただし、１荷口のうち、材の長さの１／４以下にお

いて、厚丸身が２／３以下及び幅丸身が１／２以下であるものが含まれる場合には、当該荷口の

５％以下であること。

割 貫 木口面にお 長さが当該材の幅の１．５倍以下であること。この場合において、割れの深さが当該材の厚さの

通 けるもの １／２（乾燥材にあつては、３／４）を超えるものは、貫通割れとみなす。

れ 割

れ 木口面以外 長さの合計が６０ｃｍ以下であること。

の材面にお

けるもの

その他の割れ 長さの合計が９０ｃｍ（乾燥材にあつては、１３５ｃｍ）以下又は当該材の長さの１／４（乾燥

材にあつては、３／８）以下であること。

曲 が り ０．５％以下であること。

反 り 又 は ね じ れ 矢高が別表第２の(2)、(4)及び(6)に掲げる数値以下であること。

幅面の材縁部の品質 節、穴、腐れ等の強度を減少させる欠点（以下「強度低減欠点」という。）の相当径比は、次の

表の曲げ応力等級に応じ、それぞれ強度低減欠点の相当径比に掲げる数値以下であること。

曲 げ 応 力 等 級 強度低減欠点の相当径比

９００Ｆｂ－１．０Ｅ及び９００Ｆｂ－１．２Ｅ １／２

１２００Ｆｂ－１．２Ｅから１４５０Ｆｂ－１．３ １／３

Ｅまで

１５００Ｆｂ－１．３Ｅから１９５０Ｆｂ－１．７ １／４

Ｅまで

２１００Ｆｂ－１．８Ｅから３３００Ｆｂ－２．６ １／６

Ｅまで

（注） 材縁部とは、幅方向のりよう線からの距離が「１／６×各等級の強度低減欠点の相当径

比×当該材の幅」により計算された数値以下の部分をいい、強度低減欠点の一部が材縁部

に接する場合には、これを含むものとする。

材の両端部の品質 等級区分機による測定のできない両端部における強度低減欠点の相当径比が、中央部（等級区分

機による測定を行つた部分をいう。）にあるものの相当径比又は次の表の曲げ応力等級に応じ、

それぞれ強度低減欠点の相当径比に掲げる数値より小さいこと。

曲 げ 応 力 等 級 強度低減欠点の相当径比

９００Ｆｂ－１．０Ｅ及び９００Ｆｂ－１．２Ｅ １／２

１２００Ｆｂ－１．２Ｅから１４５０Ｆｂ－１．３ １／３

Ｅまで
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１５００Ｆｂ－１．３Ｅから１９５０Ｆｂ－１．７ １／４

Ｅまで

２１００Ｆｂ－１．８Ｅから３３００Ｆｂ－２．６ １／６

Ｅまで

そ の 他 の 欠 点 利用上支障のないこと。

寸 法 １ 寸法型式が２０３、２０４、２０６、２０８、２１０又は２１２であること。

２ 第４条の甲種枠組材の規格の品質の寸法の基準の２を適用する。

表 表 示 事 項 １ 次の事項を一括して表示してあること。

(1) 品名

示 (2) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

(3) 曲げ応力等級

(4) 寸法型式名及び未乾燥材又は乾燥材の別を表す文字

(5) 長さ

(6) 製造業者又は販売業者の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者を表す文字

２ 引張り強度性能を表示するものにあつては、１に規定するもののほか、引張り強度性能を一

括して表示してあること。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の基準の１の(1)から(5)までに掲げる事項の表示は、次に規定する方法により行わ

れていること。

(1) 品名

「ＭＳＲ」と記載すること。

(2) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

ア 樹種名を表示するものにあつては、別表第３の樹種の名称を記載すること。

イ 樹種群を表示するものにあつては、同表の樹種群の略号を記載すること。

ウ 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するものにあつては、同一荷口に含まれるすべての

樹種について、同表に掲げる樹種の名称を記載し、その次に括弧を付して同表の樹種群の

略号を記載すること。

(3) 曲げ応力等級

曲げ強度性能の表１の曲げ応力等級を記載すること。

(4) 寸法型式名及び未乾燥材又は乾燥材の別を表す文字

第３条の表に掲げる寸法型式名に、未乾燥材にあつては「Ｇ」を、乾燥材にあつては「Ｄ」

の文字を付して記載すること。

(5) 長さ

長さは、ｍｍ、ｃｍ又はｍの単位を明記して記載すること。

２ 表示事項の基準の２により、引張り強度性能を表示する場合にあつては、引張り強度性能（引

張り強度性能を表示するものに限る。）の表１の引張り強度性能を表示する。

３ 第４条の甲種枠組材の規格の表示の表示の方法の基準の３を適用する。

表 示 禁 止 事 項 第４条の甲種枠組材の規格の表示の表示禁止事項の基準を適用する。

（測定方法）

第７条 この規格における次の表の左欄に掲げる事項の測定方法は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

事 項 測 定 方 法
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節 １ 節の径は、次の方法により測定する。

(1) その存する材面における長さの方向のりよう線に平行な２接線間の距離（その節が１又は２のりよう線

によつて切られている場合には、そのりよう線と接線との距離又はその幅）（Ａ）とする。（図１から図

３まで）

(2) 節が群状に現れ、その周辺の繊維が乱れているものは、全体を１個の節とみなし測定する。（図４）

(3) 節に沿つて入り皮が存在している場合又は節と入り皮が離れているが入り皮部分まで繊維の乱れが明ら

かに認められる場合には、入り皮の部分までを節とみなし測定する。

図１ 図２

図３

図４

単節の径

群節の径

２ 幅に係る材面（広い材面）の節の径は、次の方法により計算する。

(1) 相対面に貫通しているもの

２材面の節の径の平均をその節の径とする。（図５）

節の径＝（Ｂ＋Ｃ）／２

(2) １材面のみのもの

心去り材にあつては相対面まで、心持ち材にあつては樹心（節に近い側の木口面の樹心とする。）まで、

それぞれ節があると推定して節の径を計算する。（図６及び図７）

節の径＝Ａ／２ （図６） 節の径＝（Ａ／２）×（ｔ／Ｔ） （図７）

A

A A

A

A

A
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図５

図６ 図７

節は、ここまであるものと推定

３ 厚さに係る材面における節は、次の方法により測定する。

(1) 幅に係る材面の材縁部における節に置き換えるものにあつては、節を木口面に投影したときの面積（ｍ

ｍ２）を厚さ（ｍｍ）で除して得た数値を幅の材面における節の径（ｍｍ）とみなし測定する。（図８及

び図９）

(2) 相当径比によるものにあつては、節を木口面に投影したときの面積のその木口面に対する割合により測

定する。（図１０）

図８

B

C

Ａ
Ａ

Ｔ

ｔ

D

木口面に投影した節の
面積（Ｓ）

幅に係る材面の材縁部にお
ける節に置き換えたときの
節の径（Ｓ／Ｄ）
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図９

図１０

４ 不健全な節とは、次の(1)から(5)までに規定するものをいう。

(1) 腐れ節

腐れを伴つている節。ただし、初期の腐れを含む以外は、堅い断面を有する節を除く。この場合におい

て、初期の腐れとは、変色等によつて腐れの状態となつているが、周囲の材の堅さと同じ程度のものをい

う。

(2) 抜け節

節の一部又は全部が抜け落ちて穴状になつた節及び抜けるおそれがある節（圧力を加えると動くような

状態の節をいう。）。ただし、節が抜け落ちて相対面又は隣接面まで貫通しているものは、その部分は穴

として判定する。

(3) 入り皮を伴う節

ア 節に伴う入り皮が節の両面とも節の外周全部を取り囲んでいる節。

イ 入り皮を伴う節に手で力を加えると動くような状態にあり、抜けるおそれがある節。

(4) 割れを伴う節

節が相対面に貫通し、節の中の割れが節の両面とも節の全体に及んでおり、これが節の片面から他の片

面にかけて連続した状態で明らかに貫通している節。この場合において、割れが両面とも節の範囲を超え

ていれば貫通した割れとみなし、片面のみ節の範囲を超えていればその材面の割れをその他の割れとみな

す。

(5) (1)から(4)までに規定する節と同程度のものと判断される節。

穴 １ 測定方法及び計算方法については、節に準ずる。

２ 虫穴のうち厚面のピンホールは、穴として判定しない。

丸 身 １ 厚丸身は丸身の厚さの厚さに対する比（ｄ／Ｄ）に、幅丸身は丸身の幅の幅に対する比（ｗ／Ｗ）による。

（図１１）

D

木口面に投影した節の
面積（Ｓ）

幅に係る材面の材縁部にお
ける節に置き換えたときの
節の径（Ｓ／Ｄ）

木口面に投影した節の面積

流 れ 節
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図１１

２ 同一材面上で木口面に平行な同一断面に２以上の丸身がある場合は、その合計とする。

３ 通常のバンドル跡又は長さ５ｃｍ程度若しくは深さ３ｍｍ程度のりよう線上の欠け若しくは傷は、丸身と

みなさない。

割 れ １ 割れの長さは、材面上の割れの材長方向のりよう線に平行な距離を求め測定する。

２ 木口面における割れの深さは、木口面上の割れの厚さ方向のりよう線に平行な距離（Ｊ）を求め測定する。

（図１２から図１４まで）

図１２ 図１３ 図１４

３ 節に伴う割れは、節の中の割れが節の範囲を超えている場合には、節の部分の長さも含めて割れの長さを

測定する。ただし、りよう線上の節でその一部が欠け落ちているものは、割れとはみなさず、丸身（材長方

向の長さが５ｃｍ以上のもの）又は穴（材長方向の長さが５ｃｍ未満のもの）とみなす。

４ 木口面における貫通割れは、両材面における割れの長さの平均とし計算する。（図１５）ただし、目回り

により３材面又は４材面の割れがつながつている場合には、最も長い割れの２つ（同一材面のものを除く。）

の割れの長さの平均とし計算する。（図１６）

J J J

W

ｗ

ｄ
D
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図１５ 図１６

Ａ＞Ｂ＞Ｃ＞Ｄ＞Ｅ

割れの長さ＝（Ａ＋Ｃ）／２

割れの長さ＝（Ｅ＋Ｆ）／２

５ 木口面以外の材面における貫通割れの長さは、次の(1)から(3)までにより測定する。この場合において、

りよう線付近の割れ部分を剥がしとつたときに厚丸身及び幅丸身が１／４以下になると認められるものは貫

通割れとみなさない。

(1) 相対する材面及び２材面（りよう線を境に割れが折り返しているもの）に貫通している割れの場合には、

両材面における貫通割れの長さの平均とする。（図１７及び図１８）

(2) ３材面（りよう線を境に割れが折り返しているもの）に貫通している割れの場合には、３材面における

貫通割れの長さの合計の１／２とする。（図１９）

(3) 上記(1)又は(2)以外の２材面又は３材面に貫通している割れの場合には、それぞれの材面における貫通

割れの長さの合計とする。（図２０及び図２１）

図１７

割れの長さ＝（Ｅ＋Ｆ）／２

図１８

割れの長さ＝（Ｈ＋Ｉ）／２
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Ｆ
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図１９

割れの長さ＝（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）／２

図２０

割れの長さ＝Ｊ＋Ｋ

図２１

割れの長さ＝Ｌ＋Ｍ＋Ｎ

６ その他の割れは、材面における割れの長さ（Ｋ）を測定する（図２２）

図２２

７ 同一材面に２個以上のその他の割れがある場合には、最も大きいものの深さ又は長さを測定する。

曲 が り Ｈ

曲がりは、材長方向に沿う内曲面の最大矢高の弦の長さに対する百分率 ×１００ による。（図２３）
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図２３

平均年輪幅 木口面上の平均年輪幅は、年輪にほぼ垂直方向の同一直線上において、年輪幅の完全なもののすべての平均と

する。（図２４）ただし、心持ち材にあつては、樹心から材の厚さ（Ｄ）の１／４の長さに相当する部分を除

いて測定する。（図２５）

図２４ 図２５

髄心部（ラ 髄心部は、透明なプラスチックの板等に半径が５０ｍｍから１００ｍｍまで５ｍｍ単位に半円を描いた器具等

ジアタパイ （以下「測定器具」という。）を用いて、木口面上の最も髄に近い年輪界の上に測定器具の半径が５０ｍｍの

ンに限る。） 曲線の部分を合致させ、測定器具の半径が５０ｍｍから１００ｍｍまでの曲線の間における年輪界と測定器具

の曲線とを対比して測定する。（図２６）

図２６

繊 維 走 向 繊維走向の傾斜は、材長方向の１ｍの長さの間における繊維走向の傾斜の高さの最大値（Ｍ）を測定する。（図

２７）

L H
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図２７

別記（第４条－第６条関係）

１ 試験試料の採取

(1) 含水率試験に供する試験片は、枠組壁工法構造用製材の１荷口から５枚又は５本を任意に抜き取り、当該枠組壁工法構

造用製材（以下「試料製材」という。）から採取するものとする。ただし、再試験を行う場合には、１０枚又は１０本の

試料製材から採取する試験片により行うものとする。

(2) 浸潤度試験及び吸収量試験に供する試料製材は、１荷口から次のアの表の左欄に掲げる枚数又は本数に応じ、それぞれ

同表の右欄に掲げる枚数又は本数の試料製材を任意に抜き取るものとする。

ただし、枠組壁工法構造用製材の樹種及び枠組壁工法構造用製材に対する薬剤の浸潤の仕様が特定しており、３の(2)

の浸潤度試験（切断により試験片を採取する場合に限る。）の結果、薬剤の浸潤度の判定を客観的に行うことができると

登録認定機関又は登録外国認定機関が認めた場合（ほう素化合物系保存処理薬剤で処理されたものは除く。）には、イの

表によることができる。

ア 切断により試験片を採取する場合

荷口の枠組壁工法構造用製材の枚数又は本数 試 料 製 材 の 枚 数 又 は 本 数

１，０００以下 ２ 浸潤度試験の再試験を行う場合には、左に掲げる枚数又は本数の

１，００１以上 ２，０００以下 ３ ２倍の試料製材を抜き取る。

２，００１以上 ３，０００以下 ４

３，００１以上 ４，０００以下 ５

４，００１以上 ６，０００以下 ６

６，００１以上 ８，０００以下 ７

８，００１以上 １０，０００以下 ８

（注） 荷口が１０，０００枚又は１０，０００本を超える場合には、１荷口がそれぞれ１０，０００枚又は１０，０００本以

下となるように分割する。

イ 生長錐により試験片を採取する場合

荷口の枠組壁工法構造用製材の枚数又は本数 試 料 製 材 の 枚 数 又 は 本 数

１，０００以下 ８ 浸潤度試験の再試験を行う場合には、左に掲げる枚数又は本数

１，００１以上 ２，０００以下 １２ の２倍の試料製材を抜き取る。

２，００１以上 ３，０００以下 １６

３，００１以上 ４，０００以下 ２０

４，００１以上 ６，０００以下 ２４

６，００１以上 ８，０００以下 ２８

８，００１以上 １０，０００以下 ３２

（注） 荷口が１０，０００枚又は１０，０００本を超える場合には、１荷口がそれぞれ１０，０００枚又は１０，０００本

以下となるように分割する。

(3) 曲げ試験製材及び引張り試験製材（以下「試験製材」という。）の採取は、それぞれの試験ごとに、荷口の大きさにか

かわらず２８枚又は２８本以上を任意に抜き取るものとする。

２ 試験結果の判定

繊維走向の平均的な線
１ｍ

Ｍ
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(1) 含水率試験及び浸潤度試験にあつては、１荷口から抜き取られた試料製材のうち、当該試験に係る基準に適合するも

のの数がその９０％以上であるときは、その荷口の枠組壁工法構造用製材は、当該試験に合格したものとし、７０％未

満であるときは、不合格とする。適合するものの数が７０％以上９０％未満であるときは、その荷口の枠組壁工法構造

用製材について改めて当該試験に要する試料製材を採取して再試験を行い、その結果、適合するものの数が９０％以上

であるときは、当該試験に合格したものとし、９０％未満であるときは、不合格とする。

(2) 吸収量試験、曲げ試験及び引張り試験にあつては、１荷口から抜き取られた試料製材又は試験製材が当該試験に係る

基準に適合する場合には、当該試験に合格したものとし、それ以外の場合は、不合格とする。

３ 試験の方法

(1) 含水率試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料製材から質量２０ｇ以上のものを２個ずつ作成する。

イ 試験の方法

(ｱ) 試験片の質量を測定し、これを乾燥器中で１０３±２℃温度で乾燥し、恒量に達したと認められるとき（６時間以

上の間隔をおいて測定したときの質量の差が試験片質量の０．１％以下のときをいう。）の質量（以下「全乾質量」

という。）を測定する。

(ｲ) 全乾質量を測定後、次の式によつて０．１％の単位まで含水率を算出し、同一試料製材から作成された試験片の含

水率の平均値を０．５％の単位まで算出する。

Ｗ１－Ｗ２

含水率（％）＝ ×１００

Ｗ２

Ｗ１：乾燥前の質量（ｇ）

Ｗ２：全乾質量（ｇ）

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)の方法以外の方法によつて試験片の適合基準に適合するかどうかを明らかに判定できる場合には、その

方法によることができる。

(2) 浸潤度試験

ア 試験片の作成

(ｱ) 切断により試験片を採取する場合

試験片は、各試料製材の長さの中央部付近において、試料製材そのものの厚さ及び幅の状態により、５ｍｍ以上の

長さの試験片を１枚ずつ採取する。ただし、ほう素化合物系保存処理薬剤で処理されたものにあつては、各試料製材

から辺材部分の長さの中央部付近において、試料製材そのものの厚さ及び幅の状態により、５ｍｍ以上の長さの試験

片を１枚ずつ採取する。

(ｲ) 生長錐により試験片を採取する場合

各試料製材の長さ及び幅の中央部付近において、インサイジング、割れ等の欠点の影響が最も少ない部分から材面

に向かつて直角に内径４．５±０．０３ｍｍの生長錐を用いて、次の表の左欄に掲げる試験片を採取する部分の区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる長さの試験片を採取するものとする。

試験片を採取する部分の区分 試験片を採取する長さ

心材が材の表面から深さ１０ｍｍ以内の部分に存在するもの 材の表面から１０ｍｍ

心材が材の表面から深さ１０ｍｍを超え１５ｍｍ以内の部分に存在する 材の表面から１５ｍｍ

もの

心材が材の表面から深さ１５ｍｍを超え２０ｍｍ以内の部分に存在する 材の表面から２０ｍｍ

もの

心材が材の表面から深さ２０ｍｍを超えた部分に存在するもの 材の表面から心材に達するまで

心材が存在しないもの 材の表面から材の厚さの１／２



- 26 -

イ 浸潤度の算出

浸潤度は、試験片に含有される薬剤をウに示す方法により呈色させ、次の式により算出する。

試験片の辺材部分の呈色面積（ｍｍ２）

辺材部分の浸潤度（％）＝ × １００

試験片の辺材部分の面積（ｍｍ２）

試験片の材の表面から深さｄ（ｍｍ）

材の表面から深さｄ（ｍｍ） までの心材部分の呈色面積（ｍｍ２）

までの心材部分の浸潤度（％）＝ ×１００

試験片の材の表面から深さｄ（ｍｍ）

までの心材部分の面積（ｍｍ２）

（注） 生長錐により試験片を採取する場合には、「呈色面積（ｍｍ２）」とあるのは「呈色長（ｍｍ）」と、「面積

（ｍｍ２）」とあるのは「長さ（ｍｍ）」と読み替えるものとする。

ウ 試験の方法

試験片の切断面を保存処理薬剤ごとに次に定める方法により呈色させる。使用する薬品（試薬）について日本工業規

格が定められている場合には、当該日本工業規格によるものとする。

(ｱ) 第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

酢酸１８ｇに水を加えて１００ｍｌとしたものを塗布し、又は噴霧して約３分間放置した後、ブロモフェノール

ブルー０．２ｇをアセトンに溶解して１００ｍｌとしたものを塗布し、又は噴霧することにより、約５分後に、浸

潤部を青色に、未浸潤部を黄色に呈色させる。

(ｲ) 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

(ｱ)に同じ。

(ｳ) ほう素・第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

(ｱ)に同じ。

(ｴ) 銅・第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

クロムアズロールＳ０．５ｇ及び酢酸ナトリウム５ｇを水５００ｍｌに溶解したものを塗布し、又は噴霧するこ

とにより、浸潤部を濃緑色に呈色させる。

(ｵ) 銅・アゾール化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

(ｴ)に同じ。

(ｶ) アゾール・ネオニコチノイド化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

ジチゾン（１，５－ジフェニルチオカルバゾン）０．１ｇをアセトン１００ｍｌに溶解したものを塗布し、又は

噴霧することにより、浸潤部を赤色に呈色させる。なお、当該薬剤の場合には、処理材中に有効成分と同様に浸潤

する亜鉛化合物が含まれており、これが呈色する。

(ｷ) 脂肪酸金属塩系及びナフテン酸金属塩系の保存処理薬剤のうち、銅を主剤としたもので処理されたもの

(ｴ)に同じ。ただし、「水５００ｍｌ」とあるのは「水及びエタノールを１：１（Ｖ／Ｖ）に混合したもの５００ｍ

ｌ」と、「濃緑色」とあるのは「青紫色」と読み替えるものとする。

(ｸ) 脂肪酸金属塩系及びナフテン酸金属塩系の保存処理薬剤のうち、亜鉛を主剤としたもので処理されたもの

(ｶ)に同じ。

(ｹ) クレオソート油保存処理薬剤で処理されたもの

クレオソート油による着色を確認し、浸潤部を淡褐色に呈色させる。

(ｺ) ほう素化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

クルクミン（植物製）２ｇをエタノール（９５％）９８ｇに溶解したものを塗布し、乾燥させた後、塩酸２０ｍ

ｌに水を加えて１００ｍｌとしたものにサリチル酸を飽和させたものを塗布することにより、浸潤部を赤色に、未浸

潤部を黄色に呈色させる。

(3) 吸収量試験

ア 試料の作成

(ｱ) 切断により試験片を採取する場合

各試料製材からの(2)のアの(ｱ)と同様に作成したもの又は(2)の浸潤度試験により呈色させたものを試験片とし、

試験片ごとに、それぞれ図２８に示す４箇所から深さ１０ｍｍ、幅５ｍｍ及び長さ２０ｍｍの木片を採取する。同

一荷口から採取された木片をすべて合わせ、これを細かく砕いて混合した後、全乾にしたものを試料とする。

ただし、ほう素化合物で処理したものにあつては、試験片の辺材の表面及び裏面（表面又は裏面のいずれか一方
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のみが辺材である場合にあつては、その面）から１ｍｍの深さまでを削つて取り去り、更に５ｍｍの深さまで木片

を削り取り採取する。同一荷口から採取された木片をすべて合わせ、これを細かく砕いて混合した後、全乾にした

ものを試料とする。

図２８

（単位 ｍｍ）

5

10

5 20

20 20

5

10 10

20

10

5

（注） 各辺の中央部から採取すること。

(ｲ) 生長錐により試験片を採取する場合

各試料製材から(2)のアの(ｲ)と同様に作成したもの（採取する試験片の長さは、１０ｍｍ以上とする。）又は(2)

の浸潤度試験により呈色させたものを試験片とし、試験片ごとに、材の表面から１０ｍｍの深さまでの部分を切断し

木片を採取する。同一荷口から採取された木片をすべて合わせ、これを細かく砕いて混合した後、全乾にしたものを

試料とする。

イ 吸収量の算出

試料に含有される薬剤又は主要成分を保存処理薬剤ごとにウに定める方法により定量し、次の式により算出する。な

お、当該薬剤が複数成分の混合物である場合には、成分ごとに吸収量を求め、それぞれの合計をもつて吸収量とする。

薬剤含有量（ｍｇ）

吸収量（ｋｇ／ｍ３）＝

採取した試料の全乾体積（ｃｍ３）

また、採取した試料の全乾体積は、採取した試験片又は近接した部分から採取した木片から全乾密度を求め、これを

用いて次の式により算出する。

採取した試料の全乾質量（ｇ）

採取した試料の全乾体積（ｃｍ３）＝

全乾密度（ｇ／ｃｍ３）

ウ 試験の方法

(ｱ) 第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

試料約１ｇを球管冷却器付き３００ｍｌの平底フラスコに正確に量り採り、塩酸―エタノール混液５０ｍｌを加

えて湯浴上で３時間煮沸する。放冷した後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉を約３０ｍｌのエタノールで洗

浄する。ろ液を１００ｍｌの全量フラスコに移し、エタノールで定容としたものを試験溶液とする。

Ｂ 試薬の調製

ａ ジデシルジメチルアンモニウムクロリド（以下「ＤＤＡＣ」という。）標準溶液ＤＤＡＣ０．１ｇを正確に量

り採り、水に溶解し、１，０００ｍｌの全量フラスコで定容としたもの。

ｂ 検量線用標準溶液

ＤＤＡＣ標準溶液０～４ｍｌを段階的にビーカーに量り採り、それぞれについて塩酸―エタノール混液２ｍｌ

を加えた後、水を加えて約４０ｍｌとし、１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム溶液数滴を加えて、万能ｐＨ試験紙に

よるｐＨを約３．５としたもの。

ｃ 塩酸―エタノール混液
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塩酸（３５％）３ｍｌにエタノールを加えて１００ｍｌとしたもの。

ｄ １ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム溶液

水酸化ナトリウム４ｇを水に溶解して１００ｍｌとしたもの。

ｅ ｐＨ３．５の緩衡液

０．１ｍｏｌ／ｌ酢酸水溶液及び０．１ｍｏｌ／ｌ酢酸ナトリウム水溶液を１６：１（Ｖ／Ｖ）の比率で混合

したもの。

ｆ オレンジⅡ溶液

オレンジⅡ（ｐ―β―ナフトール・アゾベンゼンスルフォン酸）０．１ｇを水に溶解して１００ｍｌとしたも

の。

Ｃ 検量線の作成

あらかじめ、ｐＨ３．５の緩衡液１０ｍｌ、オレンジⅡ溶液３ｍｌ、塩化ナトリウム５ｇ及びクロロホルム２０

ｍｌを入れた１００ｍｌの分液ロートに検量線用標準溶液を加える。約５分間振とうした後、約３０分間静置して

クロロホルム層と水層との分離を待つた後、クロロホルム層の一部を採り、少量の硫酸ナトリウム（無水）を加え

て脱水し、波長４８５ｎｍにおける吸光度を測定して検量線を作成する。

Ｄ 定量方法

Ａで調製した試験溶液のうちから、ＤＤＡＣとして０．４ｍｇ以下を含む量を正確に量り採り、１００ｍｌのビ

ーカーに入れ、水を加えて約４０ｍｌとした後、１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム溶液数滴を加えて、万能ｐＨ試験

紙によるｐＨを約３．５とし、これを試験溶液とする。

あらかじめ、ｐＨ３．５の緩衝液１０ｍｌ、オレンジⅡ溶液３ｍｌ、塩化ナトリウム５ｇ及びクロロホルム２０

ｍｌを入れた１００ｍｌの分液ロートに、試験溶液を加える。約５分間振とうした後、約３０分間静置してクロロ

ホルム層と水層との分離を待つた後、クロロホルム層の一部を採り、少量の硫酸ナトリウム（無水）を加えて脱水

し、波長４８５ｎｍにおける吸光度を測定し、検量線からＤＤＡＣの量を求める。

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

Ｄにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

１００

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×

試験溶液の採取量（ｍｌ）

Ｐ：検量線から求めたＤＤＡＣの量（ｍｇ）

(ｲ) 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

ａ Ｎ，Ｎ－ジデシル－Ｎ－メチル－ポリオキシエチルアンモニウムプロピオネート（以下「ＤＭＰＡＰ」という。）

試料約１ｇを球管冷却器付き３００ｍｌの平底フラスコに正確に量り採り、塩酸―エタノール混液５０ｍｌを

加えて湯浴上で３時間煮沸する。放冷した後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉を約３０ｍｌのエタノール

で洗浄する。ろ液を１００ｍｌの全量フラスコに移し、エタノールで定容とし、これを試験溶液とする。

ｂ ４－エトキシフェニル［３－（４－フルオロ－３－フェノキシフェニル）プロピル］ジメチルシラン（以下「シ

ラフルオフェン」という。）

試料約５ｇを共栓付き２００ｍｌの三角フラスコに正確に量り採り、アセトニトリル５０～７０ｍｌ及びぎ酸

３ｍｌを加えて１時間振とうしながら抽出する。その後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉を約３０ｍｌの

アセトニトリルで洗い込む。ろ液をロータリーエバポレーターに装着して４５℃の湯浴上で減圧しながら、おお

むね０．５ｍｌになるまで濃縮する。これを少量のアセトニトリルで溶解した後、２５ｍｌの全量フラスコに移

し、アセトニトリルで定容としたものを試験溶液とする。

Ｂ 試薬の調製

ａ ＤＭＰＡＰ

(a) ＤＭＰＡＰ標準溶液

ＤＭＰＡＰ標準品（純度９５％以上で既知のもの）約０．０５ｇを正確に量り採り、メタノールに溶解し

て１００ｍｌの全量フラスコで定容としたもの。

(b) 塩酸―エタノール混液

塩酸（３５％）３ｍｌにエタノールを加えて１００ｍｌとしたもの。

(C) 酢酸緩衝溶液

酢酸２０ｍｌ及び塩化ベンゾニトニウム０．７５ｇをメタノールで溶解して１，０００ｍｌにしたもの。
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ｂ シラフルオフェン

シラフルオフェン標準溶液

シラフルオフェン標準品（純度９５％以上で既知のもの）約０．０１ｇを正確に量り採り、アセトニトリル

に溶解して１００ｍｌの全量フラスコで定容としたもの。

Ｃ 検量線の作成

ａ ＤＭＰＡＰ

ＤＭＰＡＰ標準溶液を段階的に１０～５０μｇ／ｍｌになるよう調整し、高速液体クロマトグラフ（以下「Ｈ

ＰＬＣ」という。）専用フィルタ（孔径０．４５μｍのもの。以下同じ。）でろ過したものをＨＰＬＣで測定し、

検量線を作成する。

ｂ シラフルオフェン

シラフルオフェン標準溶液を段階的に１０～５０μｇ／ｍｌになるよう調整し、ＨＰＬＣ専用フィルタでろ過

したものをＨＰＬＣで測定し、検量線を作成する。

Ｄ 定量方法

ａ ＤＭＰＡＰ

試験溶液をＨＰＬＣ専用フィルタでろ過し、次の表に掲げる条件を標準としてＨＰＬＣで測定して作成した検

量線からＤＭＰＡＰの量を求める。

項 目 ＨＰＬＣの条件

カラム ＳＣＸカラム（Ｉ．Ｄ：４．６ｍｍ、Ｌ：１２５ｍｍ）

移動相 メタノール：酢酸緩衝溶液 ＝ ５０：１０ （Ｖ／Ｖ）

移動相流速 ２．５ｍｌ／ｍｉｎ

カラム温度 室温

測定波長 ２６２ｎｍ（ＵＶ検出器）

注入量 １０μｌ

ｂ シラフルオフェン

試験溶液をＨＰＬＣ専用フィルタでろ過し、次の表に掲げる条件を標準としてＨＰＬＣで測定して作成した検

量線からシラフルオフェンの量を求める。

項 目 ＨＰＬＣの条件

カラム ＯＤＳ系カラム（Ｉ．Ｄ：４．６ｍｍ、Ｌ：１５０ｍｍ）

移動相 アセトニトリル：メタノール：水＝６５：１５：２０（Ｖ ／Ｖ）

移動相流速 ２．０ｍｌ／ｍｉｎ

カラム温度 ４０℃

測定波長 ２３０ｎｍ（ＵＶ検出器）

注入量 １０μｌ

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

ａ ＤＭＰＡＰ

Ｄのａにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×１００

Ｐ：検量線から求めたＤＭＰＡＰの量（ｍｇ）

ｂ シラフルオフェン

Ｄのｂにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×２５

Ｐ：検量線から求めたシラフルオフェンの量（ｍｇ）

(ｳ) ほう素・第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

ａ ほう素化合物

(a) クルクミン法

試料約１ｇをるつぼ又は蒸発皿に正確に量り採り、炭酸ナトリウム溶液を加えてアルカリ性として、水浴

上でその混合物を乾燥させる。次に、マッフル炉を用いてできる限り低い温度でゆつくり灰化させ、次第に

温度を上げて暗い赤熱状態（約５８０℃）とし、それ以上の温度にならないようにする。放冷した後、灰分

を塩酸（１＋９）で酸性とした後、１００ｍｌの全量フラスコに移し入れ、水で定容としたものを試験溶液
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とする。

(b) カルミン酸法

試料約１ｇを石英ガラス製又は無ほう酸ガラス製の２００～５００ｍｌの共通すり合わせトラップ球付き

丸底フラスコに正確に量り採り、過酸化水素水１５ｍｌ、硫酸２ｍｌ及びりん酸２ｍｌを添加する。次に、

これを砂浴上で徐々に加熱し、内容物を分解し、内容物が黒色になつたところで過酸化水素水５ｍｌを追加

する。この操作を繰り返し、試料が完全に分解して内容物が透明になり、硫酸白煙が発生するまで濃縮した

後、放冷する。その後、丸底フラスコの中の内容物を２００ｍｌの全量フラスコに移し入れ、水で定容とし

たものを試験溶液とする。

(c) プラズマ発光分光法（以下「ＩＣＰ発光分光法」という。）

(b)により分解濃縮した内容物を１００ｍｌの全量フラスコに移し、内部標準として原子吸光分析用イット

リウム標準原液（１ｇ／ｌ）１ｍｌを加えた後、水で定容としたものを試験溶液とする。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＡに同じ。

Ｂ 試薬の調製

ａ ほう素化合物

（クルクミン法）

(a) 炭酸ナトリウム溶液

無水炭酸ナトリウム１０ｇを水に溶解して全量を１，０００ｍｌにしたもの。

(b) クルクミン溶液

クルクミン（植物製）０．１ｇをエタノールに溶解して４００ｍｌにしたもの。

(c) しゆう酸アセトン溶液

しゆう酸５０ｇをアセトンに溶解して５００ｍｌとし、ろ過したもの。

(d) ほう酸標準溶液

硫酸デシケーター中で５時間乾燥したほう酸約０．５ｇを正確に量り採り、水に溶解して１，０００ｍｌ

の全量フラスコで定容としたものをほう酸標準原液とし、使用時にこの原液を水で５０倍に希釈したもの。

（カルミン酸法及びＩＣＰ発光分光法）

(a) カルミン酸溶液

カルミン酸２５ｍｇを硫酸に溶解して、１００ｍｌにしたもの。

(b) 硫酸第１鉄溶液

硫酸第１鉄（硫酸鉄（Ⅱ）七水和物）５ｇを０．５ｍｏｌ／ｌ硫酸１００ｍｌに溶解したもの。

(c) ほう酸標準溶液

硫酸デシケーター中で５時間乾燥したほう酸約０．２５ｇを正確に量り採り、水に溶解して１００ｍｌの全

量フラスコで定容としたものをほう酸標準原液とし、使用時にこの原液を水で５０倍に希釈したもの。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＢに同じ。

Ｃ 検量線の作成

ａ ほう素化合物

（クルクミン法）

ほう酸標準溶液０～４ｍｌを、段階的に内径５ｃｍのるつぼに正確に量り採り、Ｄの定量方法と同様に操作し

てほう酸の量と吸光度との関係線を作成し、検量線とする。

（カルミン酸法）

ほう酸標準溶液０～２ｍｌを、段階的に２５ｍｌの全量フラスコに正確に量り採り、それぞれの全量が２ｍｌ

になるよう水を加えた後、Ｄの定量方法と同様に操作してほう酸の濃度と吸光度との関係線を作成し、検量線と

する。

（ＩＣＰ発光分光法）

原子吸光分析用ほう素標準原液１ｍｌを１００ｍｌの全量フラスコに正確に量り採つたものと、これとは別に

１００ｍｌの全量フラスコを用意し、それぞれに原子吸光分析用イットリウム標準原液（１ｇ／ｌ）１ｍｌを正

確に加えた後、水で定容とし、ほう素とイットリウムとの発光強度比から関係線を作成し、検量線とする。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＣに同じ。
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Ｄ 定量方法

ａ ほう素化合物

（クルクミン法）

試験溶液１ｍｌを内径５ｃｍのるつぼに正確に量り採り、炭酸ナトリウム溶液を加えてアルカリ性とした後、

水浴上で蒸発乾固させる。次に、残留物を放冷した後、塩酸（１＋４）１ｍｌ、しゆう酸アセトン溶液５ｍｌ及

びクルクミン溶液２ｍｌを加えて、５５±２℃の水浴上で２時間３０分加熱する。これを放冷した後、残留物に

アセトン２０～３０ｍｌを加えて溶出し、ろ過しながら１００ｍｌの全量フラスコに入れる。アセトンで容器及

び残留物を数回洗い、洗液を合わせてアセトンで定容としたものを試験溶液とする。試験溶液の一部を吸収セル

に移し、空試験溶液を対照液として波長５４０ｎｍにおける吸光度を測定し、あらかじめ作成した検量線からほ

う酸の量を求める。試験溶液の吸光度が検量線の範囲を超える場合には、アセトンで一定量に希釈し、検量線の

範囲内に入るように調整して測定する。

（カルミン酸法）

試験溶液２ｍｌを２５ｍｌの全量フラスコに正確に量り採り、塩酸３滴、硫酸第１鉄溶液３滴及び硫酸１０ｍ

ｌを加えて混合し、全量フラスコに共栓を付して水冷した後、カルミン酸溶液１０ｍｌを加えて混合する。次に、

これを再び水冷し、硫酸で定容とし、４５分間室温で放置して、試験溶液とする。試験溶液の一部を吸収セルに

移し、空試験溶液を対照液として波長６００ｎｍにおける吸光度を測定し、あらかじめ作成した検量線からほう

酸の量を求める。試験溶液の吸光度が検量線の範囲を超える場合には、硫酸で一定量に希釈し、検量線の範囲内

に入るように調整して測定する。

（ＩＣＰ発光分光法）

ＩＣＰ発光分光分析装置により、試験溶液の発光強度を次の表の各成分ごとの測定波長により測定し、あらか

じめ作成した検量線からほう素の量を求める。試験溶液の吸光度が検量線の範囲を超える場合には、検量線の範

囲内に入るように試験溶液を調整して測定する。

成 分 測定波長（ｎｍ）

ほう素 ２４９．７７３

イットリウム ３７１．０３０

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＤに同じ。

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

ａ ほう素化合物

（クルクミン法）

Ｄにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×１００×試験溶液の希釈倍数

Ｐ：検量線から求めた試験溶液中のほう酸の量（ｍｇ）

（カルミン酸法）

Ｄにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×１００×試験溶液の希釈倍数

Ｐ：検量線から求めた試験溶液中のほう酸の量（ｍｇ）

（ＩＣＰ発光分光法）

Ｄにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×５．７１８×１００×試験溶液の希釈倍数

Ｐ：検量線から求めた試験溶液中のほう酸の量（ｍｇ）

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＥに同じ。

(ｴ) 銅・第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液等の調製

ａ 銅化合物

（原子吸光光度法）

試料１～２ｇを正確に量り採り、５００ｍｌの共通すり合わせトラップ球付き丸底フラスコに入れ、過酸化水

素水（３０％。以下同じ。）２０ｍｌ及び硫酸２ｍｌを添加する。これを砂浴上で徐々に加熱し、内容物を分解

する。フラスコの内容物が約２ｍｌになつたところで、過酸化水素水５ｍｌを追加する。この操作を繰り返し、
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木材が完全に分解して内容物が透明な緑色になつたところで約２ｍｌになるまで濃縮した後、放冷する。フラス

コの内壁を水で洗いながら内容物を２５０ｍｌの全量フラスコに移し、水で定容としたものを試験溶液とする。

（ＩＣＰ発光分光法）

試料１～２ｇを正確に量り採り、原子吸光光度法により分解し、放冷した後、２５０ｍｌの全量フラスコに水

で定容したもののうち２５ｍｌを１００ｍｌの全量フラスコに量り採つた後、硫酸（１＋１２４）溶液で定容と

したものを試験溶液とする。

（蛍光Ｘ線法）

試料を２～３ｇ採取し、ボールミル型粉砕器で５分間粉砕し、粉砕された試料から約１５０ｍｇを正確に量り

採り、錠剤成型器に入れてペレットを作成する。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＡに同じ。

ｃ Ｎ―アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド（以下「ＢＫＣ」という。）

(ｱ)のＡに同じ。

Ｂ 試薬の調製

ａ 銅化合物

(a) 銅標準原液

原子吸光分析用の銅標準液（１，０００ｍｇ／ｌ）５ｍｌ及び硫酸（１＋４）４ｍｌを１００ｍｌの全量

フラスコに入れ、水で定容としたもの。

(b) 硫酸（１＋４）溶液

硫酸（９７％）及び水を１：４（Ｖ／Ｖ）の比率で混合したもの。

(c) 硫酸（１＋１２４）溶液

硫酸（９７％）及び水を１：１２４（Ｖ／Ｖ）の比率で混合したもの。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＢに同じ。

ｃ ＢＫＣ

(ｱ)のＢに同じ。ただし、「ＤＤＡＣ」とあるのは、「ＢＫＣ」と読み替えるものとする。

Ｃ 検量線の作成

ａ 銅化合物

（原子吸光光度法）

銅標準原液０～１５ｍｌを段階的に１００ｍｌの全量フラスコに正確に量り採り、硫酸（１＋１２４）溶液で

定容としたものを標準溶液とする。それぞれの標準溶液について、波長３２４．８ｎｍにおける吸光度を原子吸

光光度計により測定し、検量線を作成する。

（ＩＣＰ発光分光法）

銅標準原液０～５ｍｌを、段階的に１００ｍｌの全量フラスコに正確に量り採り、硫酸（１＋１２４）溶液で

定容としたものを標準溶液とする。それぞれの標準溶液についてＩＣＰ発光分光分析装置で測定し、検量線を作

成する。

（蛍光Ｘ線法）

試料製材と同じ樹種の木片であつて、無処理のもの約３ｇを採取し、１０５℃の乾燥器中で恒量になるまで乾

燥し、ボールミル型粉砕器を用いて５分間粉砕する。粉砕した木粉を１０ｍｌのビーカーに１５０ｍｇずつ正確

に５つ量り採る。それぞれのビーカーに、銅標準原液０～５ｍｌを段階的に１００ｍｌの全量フラスコに正確に

量り採り、水で定容としたものを０．５ｍｌ正確に加え、かくはんする。それぞれのビーカーを１０５℃の乾燥

器中で恒量になるまで乾燥し、錠剤成型器に入れてペレットを作成する。当該ペレットを蛍光Ｘ線分析装置にセ

ットし、蛍光Ｘ線強度から関係線を作成し、検量線とする。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＣに同じ。

ｃ ＢＫＣ

(ｱ)のＣに同じ。ただし、標準溶液としてＢＫＣを用いるものとする。

Ｄ 定量方法

ａ 銅化合物

（原子吸光光度法）
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試験溶液を検量線の範囲内に入るように硫酸（１＋１２４）溶液で一定量に希釈し、原子吸光光度計によりＣ

のａと同じ条件で吸光度を測定し、検量線の直線領域から銅の濃度を求める。

（ＩＣＰ発光分光法）

ＩＣＰ発光分光分析装置により、試験溶液の発光強度を測定し、あらかじめ作成した検量線から銅の量を求め

る。試験溶液の吸光度が検量線の範囲を超える場合には、原子吸光光度法と同様に検量線の範囲内に入るように

試験溶液の濃度を調整して測定する。

（蛍光Ｘ線法）

蛍光Ｘ線分析装置により、試験溶液のＸ線強度を測定し、あらかじめ作成した検量線から銅の量を求める。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＤに同じ。

ｃ ＢＫＣ

(ｱ)のＤに同じ。ただし、「ＤＤＡＣ」とあるのは、「ＢＫＣ」と読み替えるものとする。

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

ａ 銅化合物

（原子吸光光度法）

Ｄのａにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

２５０×試験溶液の希釈倍数

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ× ×１．２５２

１，０００

Ｐ：検量線から求めた銅の濃度（ｍｇ／ｌ）

（ＩＣＰ発光分光法）

Ｄのａにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

１，０００×試験溶液の希釈倍数

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ× ×１．２５２

１，０００

Ｐ：検量線から求めた銅の濃度（ｍｇ／ｌ）

（蛍光Ｘ線法）

Ｄのａにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×試料採取量×１００×１．２５２

Ｐ：検量線から求めた銅の含有率（％）

ｂ ＤＤＡＣ

Ｄのｂにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

１００

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×

試験溶液の採取量（ｍｌ）

Ｐ：検量線から求めたＤＤＡＣの量（ｍｇ）

ｃ ＢＫＣ

Ｄのｃにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

１００

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×

試験溶液の採取量（ｍｌ）

Ｐ：検量線から求めたＢＫＣの量（ｍｇ）

(ｵ) 銅・アゾール化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

ａ 銅化合物

(ｴ)のＡのａに同じ。

ｂ シプロコナゾール

（ＨＰＬＣ法）

試料約５ｇを共栓付き三角フラスコに正確に量り採り、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）５ｍｌを試料全体

に滴下した後、エタノール５０～１００ｍｌを加えて栓をし、１時間ごとによく振り混ぜながら超音波による抽
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出工程（水温は約４０℃とする。）を３時間行う。静置した後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉を約３０

ｍｌのエタノールで洗い込む。ろ液をロータリーエバポレーターに装着して４５℃の湯浴上で減圧しながら、お

おむね５ｍｌになるまで濃縮する。これを少量のエタノールで溶解した後、２５ｍｌの全量フラスコに移し、エ

タノールで定容としたものを試験溶液とする。

（ガスクロマトグラフ法）

試料約１ｇを２００ｍｌのナス型フラスコに正確に量り採り、水１０ｍｌを加えて３０分間膨潤させる。この

試料にアセトン５０ｍｌを加えて３０分間振とうしながら抽出し、抽出物を吸引ろ過するとともに、試料を約５

０ｍｌのアセトンで洗い込む。ろ紙上の試料を再度２００ｍｌのナス型フラスコに移し、水１０ｍｌ及びアセト

ン５０ｍｌを加えて上記の抽出操作を行う。ろ液をロータリーエバポレーターに装着して４０℃の湯浴上で減圧

しながら、おおむね１０ｍｌになるまで濃縮する。これに水を加えて約２０ｍｌとする。これをけい藻土カラム

に加え、１０分間保持する。けい藻土カラムに注射器を取り付け、トルエン１２０ｍｌを加えて溶出させる。溶

出液をロータリーエバポレーターに装着して４０℃の湯浴上で減圧しながら留去する。残さをトルエン１０ｍｌ

で溶解し、１０ｍｌ容注射器を取り付け洗浄を終えたシリカゲルミニカラムに１０ｍｌ／ｍｉｎの速度でこれを

通液する。同様に、酢酸エチル－シクロヘキサン溶液５ｍｌを通液した後、これを酢酸エチル１０ｍｌで溶出し、

溶出液をロータリーエバポレーターに装着して４０℃の湯浴上で減圧しながら留去する。残さをアセトンで溶解

しながら５ｍｌに定容したものを試験溶液とする。

Ｂ 試薬等の調製

ａ 銅化合物

(ｴ)のＢのａに同じ。

ｂ シプロコナゾール

（ＨＰＬＣ法）

シプロコナゾール標準溶液

シプロコナゾール標準品（純度９５％以上で既知のもの）約０．０５ｇを正確に量り採り、エタノールに溶解

して５０ｍｌの全量フラスコで定容としたもの。

（ガスクロマトグラフ法）

(a) シプロコナゾール標準溶液

ＨＰＬＣ法と同じ。ただし、「エタノール」とあるのは、「アセトン」と読み替えるものとする。

(b) 酢酸エチル－シクロヘキサン溶液

酢酸エチル及びシクロヘキサンを２：３（Ｖ／Ｖ）の比率で混合したもの。

(c) シリカゲルミニカラム

使用時に酢酸エチル１０ｍｌで洗浄した後、更にトルエン１０ｍｌで洗浄したもの。

Ｃ 検量線の作成

ａ 銅化合物

(ｴ)のＣのａに同じ。

ｂ シプロコナゾール

（ＨＰＬＣ法）

シプロコナゾール標準溶液をエタノールで段階的に１０～５０μｇ／ｍｌになるよう調整した後、ＨＰＬＣ専

用フィルタでろ過したものをＨＰＬＣで測定し、検量線を作成する。

（ガスクロマトグラフ法）

シプロコナゾール標準溶液をアセトンで段階的に１０～５０μｇ／ｍｌになるよう調整した後、ガスクロマト

グラフ（以下「ＧＣ」という。）で測定し、検量線を作成する。

Ｄ 定量方法

ａ 銅化合物

(ｴ)のＤのａに同じ。

ｂ シプロコナゾール

（ＨＰＬＣ法）

試験溶液をＨＰＬＣ専用フィルタでろ過し、次の表に掲げる条件を標準としてＨＰＬＣで測定して作成した検

量線からシプロコナゾールの量を求める。

項 目 ＨＰＬＣの条件

カラム ＯＤＳ系カラム（Ｉ．Ｄ：４．６ｍｍ、Ｌ：１５０ｍｍ）
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移動相 アセトニトリル：水 ＝ ６０：４０（Ｖ／Ｖ）

移動相流速 １．０ｍｌ／ｍｉｎ

カラム温度 ４０℃

測定波長 ２２１ｎｍ（ＵＶ検出器）

注入量 １０μｌ

（ガスクロマトグラフ法）

次の表に掲げる条件を標準として試験溶液をＧＣで測定して作成した検量線からシプロコナゾールの量を求め

る。

項 目 ＧＣの条件

カラム ５％フェニルメチルポリシロキサンを０．２５μｍコーティングしたシリコ

ン溶融シリカキャピラリカラム（Ｉ．Ｄ ：０．３２ｍｍ、Ｌ：３０ｍ）

カラム温度 ６０℃、１ｍｉｎ→（２０℃／ｍｉｎ）→２４０℃、１０ｍｉｎ→（２０℃

／ｍｉｎ）→２６０℃

インジェクション温度 ２５０℃

メイクアップガス Ｈｅ ３０ｍｌ／ｍｉｎ

キャリアガス Ｈｅ Ｓｐｌｉｔ Ｖｅｎｔ ９３ｍｌ／ｍｉｎ、Ｐｕｒｇｅ Ｖｅｎｔ

１ｍｌ／ｍｉｎ

燃焼ガス 水素 ３０ｍｌ／ｍｉｎ、空気 ３７０ｍｌ／ｍｉｎ

検出器 ＦＩＤ又はＮＰＤ

注入量 ２μｌ

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

ａ 銅化合物

(ｴ)のＥのａに同じ。

ｂ シプロコナゾール

Ｄのｂにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

（ＨＰＬＣ法）

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×２５

Ｐ：検量線から求めたシプロコナゾールの量（ｍｇ）

（ガスクロマトグラフ法）

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×５

Ｐ：検量線から求めたシプロコナゾールの量（ｍｇ）

(ｶ) アゾール・ネオニコチノイド化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

ａ シプロコナゾール

(ｵ)のＡのｂ（ＨＰＬＣ法）に同じ。ただし、「試料約５ｇ」とあるのは、「試料約２ｇ」と読み替えるものと

する。

ｂ イミダクロプリド

ａのシプロコナゾールに同じ。ただし、「シプロコナゾール」とあるのは、「イミダクロプリド」と読み替え

るものとする。

Ｂ 試薬の調製

ａ シプロコナゾール

(ｵ)のＢのｂ（ＨＰＬＣ法）に同じ。

ｂ イミダクロプリド

イミダクロプリド標準溶液

イミダクロプリド標準品（純度９５％以上で既知のもの）約０．０５ｇを正確に量り採り、エタノールに溶

解して５０ｍｌの全量フラスコで定容としたもの。

Ｃ 検量線の作成

ａ シプロコナゾール

(ｵ)のＣのｂ（ＨＰＬＣ法）に同じ。

ｂ イミダクロプリド
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イミダクロプリド標準溶液を段階的に５～５０μｇ／ｍｌになるよう調整し（ただし、試験溶液の濃度が検量

線から外れる場合には、検量線の濃度を調整することができる。）、ＨＰＬＣ専用フィルタでろ過したものをＨ

ＰＬＣで測定し、検量線を作成する。

Ｄ 定量方法

ａ シプロコナゾール

(ｵ)のＤのｂ（ＨＰＬＣ法）に同じ。

ｂ イミダクロプリド

試験溶液をＨＰＬＣ専用フィルタでろ過し、次の表に掲げる条件を標準としてＨＰＬＣで測定して作成した検

量線からイミダクロプリドの量を求める。

項 目 ＨＰＬＣの条件

カラム ＯＤＳ系カラム（Ｉ．Ｄ：４．６ｍｍ、Ｌ：１５０ ｍｍ）

移動相 アセトニトリル：水 ＝ ６０：４０（Ｖ／Ｖ）

移動相流速 １．０ｍｌ／ｍｉｎ

カラム温度 ４０℃

測定波長 ２７１ｎｍ（ＵＶ検出器）

注入量 １０μｌ

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

ａ シプロコナゾール

(ｵ)のＥのｂ（ＨＰＬＣ法）に同じ。

ｂ イミダクロプリド

Ｄのｂにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×２５

Ｐ：検量線から求めたイミダクロプリドの量（ｍｇ）

(ｷ) 脂肪酸金属塩系保存処理薬剤及びナフテン酸金属塩系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

ａ 銅化合物

(ｴ)のＡのａに同じ。

ｂ 亜鉛化合物

(ｴ)のＡのａに同じ。ただし、「銅」とあるのは「亜鉛」と、「透明な緑色」とあるのは「透明」と読み替える

ものとする。

ｃ ペルメトリン

試料約５ｇを球管冷却器付き２００ｍｌの平底フラスコに正確に量り採り、アセトン１００ｍｌを加えて約６

０℃の湯浴上で２時間抽出する。その後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉を約３０ｍｌのアセトンで洗い

込む。ろ液をロータリーエバポレーターに装着して３０℃の湯浴上で減圧しながら、おおむね０．５ｍｌになる

まで濃縮する。これを少量のアセトンで溶解した後、内部標準溶液１ｍｌを正確に加えて５０ｍｌの全量フラス

コに移し、アセトンで定容としたものを試験溶液とする。

Ｂ 試薬の調製

ａ 銅化合物

(ｴ)のＢのａに同じ。

ｂ 亜鉛化合物

(ｴ)のＢのａに同じ。ただし、「銅」とあるのは、「亜鉛」と読み替えるものとし、亜鉛標準液の量り採り量を

１０ｍｌとする。

ｃ ペルメトリン

(a) ペルメトリン標準溶液

ペルメトリン標準品（純度９５％以上で既知のもの）約０．１ｇを正確に量り採り、アセトンに溶解し、

１００ｍｌの全量フラスコで定容としたもの。

(b) 内部標準溶液

フタル酸ジ－ｎ－オクチルを０．１ｇ正確に量り採り、アセトンに溶解し１００ｍｌの全量フラスコで定

容としたもの。

Ｃ 検量線の作成
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ａ 銅化合物

(ｴ)のＣのａに同じ。

ｂ 亜鉛化合物

（原子吸光光度法）

亜鉛標準原液０～１０ｍｌを段階的に１００ｍｌの全量フラスコに正確に量り採り、硫酸（１＋１２４）溶液

で定容としたものを標準溶液とする。それぞれの標準溶液について、波長２１３．９ｎｍにおける吸光度を原子

吸光光度計で測定して、検量線を作成する。

（ＩＣＰ発光分光法）

(ｴ)のＣのａに同じ。ただし、「銅」とあるのは、「亜鉛」と読み替えるものとする。

（蛍光Ｘ線法）

(ｴ)のＣのａに同じ。ただし、「銅」とあるのは、「亜鉛」と読み替えるものとする。

ｃ ペルメトリン

ペルメトリン標準溶液５ｍｌ及び内部標準溶液５ｍｌを５０ｍｌの全量フラスコに正確に加えた後、アセトン

で定容し、ペルメトリンとフタル酸ジ－ｎ－オクチルとの重量比及びピーク面積比を求める。

Ｄ 定量方法

ａ 銅化合物

(ｴ)のＤのａに同じ。

ｂ 亜鉛化合物

（原子吸光光度法）

試験溶液を検量線の範囲内に入るように硫酸（１＋１２４）溶液で一定量に希釈し、原子吸光光度計によりＣ

のｂと同じ条件で吸光度を測定し、検量線の直線領域から亜鉛の濃度を求める。

（ＩＣＰ発光分光法）

(ｴ)のＤのａに同じ。ただし、「銅」とあるのは、「亜鉛」と読み替えるものとする。

（蛍光Ｘ線法）

(ｴ)のＤのａに同じ。ただし、「銅」とあるのは、「亜鉛」と読み替えるものとする。

ｃ ペルメトリン

次の表に掲げる条件を標準として試験溶液をＧＣで測定し、内部標準法によりペルメトリンの量を求める。

項 目 ＧＣの条件

カラム ガラスカラム（Ｉ．Ｄ：３．０ｍｍ、Ｌ：１，０００ｍｍ ）

固定相液体 ＤＥＧＳ（ジエチレングリコール サクシネート）２％

固定相担体 （参考）Ｃｈｒｏｍｏｓｏｒｂ Ｗ （ＨＰ）（１４９～１７７メッシュ）

カラム温度 ２１５℃

インジェクション温度 ２５０℃

水素ガス圧力 ８８．３ＫＰａ

空気圧力 ４９．０ＫＰａ

窒素ガス流量 ５０ｍｌ／ｍｉｎ

検出器 ＦＩＤ

注入量 ２μｌ

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

ａ 銅化合物

Ｄにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

（原子吸光光度法）

２５０×試験溶液の希釈倍数

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×

１，０００

Ｐ：検量線から求めた銅の濃度（ｍｇ／ｌ）

（ＩＣＰ発光分光法及び蛍光Ｘ線法）

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×１００×試験溶液の希釈倍数

Ｐ：検量線から求めた銅の濃度（ｍｇ／ｌ）

ｂ 亜鉛化合物
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ａに同じ。ただし、「銅」とあるのは、「亜鉛」と読み替えるものとする。

ｃ ペルメトリン

Ｄのｃにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

Ｓｔ Ｐ

薬剤含有量（ｍｇ） ＝ ×

５０ Ｐｎ

Ｓｔ：標準ペルメトリンの質量（ｇ）

Ｐ：試験溶液中のペルメトリンと内部標準との面積比

Ｐｎ：標準溶液中のペルメトリンと内部標準との面積比

(ｸ) クレオソート油保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

試料約１ｇ（薬剤含有量により試料の量を調整するものとする。以下同じ。）を円筒ろ紙に正確に量り採り、ソ

ックスレー抽出器に装着して、エタノール─ベンゼン混液（１：２（Ｖ／Ｖ）。以下同じ。）５０ｍｌで抽出流下

液が無色透明になるまで抽出し、これを試験溶液とする。

Ｂ 定量方法

ａ 試験溶液を１００ｍｌのなす型フラスコにエタノール―ベンゼン混液１０ｍｌで洗いながら移し入れ、ロータ

リーエバポレーターに装着して５０℃の湯浴上で減圧しながら濃縮する。１００ｍｌのなす型フラスコの質量が

恒量になるまで濃縮した後、フラスコの外面をよく拭つて質量を測定する。

ｂ 別に、空試験として、試料製材と同じ樹種の木材であつて、無処理のものを用いて同様に操作して質量を測定

する。

Ｃ 薬剤含有量の計算方法

Ｂにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝（本試験の質量（ｍｇ）－本試験に用いたなす型フラスコの質量（ｍｇ））－（空試験の

質量（ｍｇ）－空試験に用いたなす型フラスコの質量（ｍｇ））

(ｹ) ほう素化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

(ｳ)のＡのａに同じ。

Ｂ 試薬の調製

(ｳ)のＢのａに同じ。

Ｃ 検量線の作成

(ｳ)のＣのａに同じ。

Ｄ 定量方法

(ｳ)のＤのａに同じ。

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

(ｳ)のＥのａに同じ。

(4) 曲げ試験

試験製材を用い、図２９に示す方法により荷重を加えて、比例域における上限荷重及び下限荷重並びにこれらに対応

するたわみを測定し、次の式により曲げヤング係数を求める。この場合の平均荷重速度は毎秒２ｍｍ以下とし、最大の

強度低減欠点を２つの荷重点の間に位置させるものとする。スパンは試験製材の幅の２１倍とし、荷重は第６条のＭＳ

Ｒ製材の規格の曲げ強度性能の３の計算式で求めた数値まで加える。

ただし、スパンが試験製材の幅の２１倍の長さに満たない場合には、算出した曲げヤング係数に次の表のスパンの試

験製材の幅に対する比の区分に従い、それぞれ同表の右欄の係数を乗じて得た数値をその曲げヤング係数とする。

２３×△Ｐ×３

曲げヤング係数（ＭＰａ又はＮ／ｍｍ２）

１０８×ｂ×ｈ３×△ｙ

△Ｐ：比例域における上限荷重と下限荷重との差（Ｎ）

：スパン（ｍｍ）

△ｙ：△Ｐに対応するスパン中央のたわみ（ｍｍ）

ｂ：試験製材の厚さ（ｍｍ）

ｈ：試験製材の幅（ｍｍ）
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スパンの試験製材の幅に対する比 係 数

２０ １．００３

１９ １．００７

１８ １．０１２

１７ １．０１７

１６ １．０２３

１５ １．０３２

１４ １．０４１

１３ １．０５３

１２ １．０６９

１１ １．０８６

１０ １．１１３

図２９

(5) 引張り試験

試験製材を用い、図３０に示す方法により荷重する。この場合の平均荷重速度は毎分２７．５ＭＰａ以下とする。ま

た、強度低減欠点のうち最大のものはグリップに掛からないようにし、かつ、グリップから公称幅（寸法型式が２０３の

場合７６．２ｍｍ、２０４の場合１０１．６ｍｍとし、以下１５２．４ｍｍ、２０３．２ｍｍ、２５４．０ｍｍ及び３０

４．８ｍｍとする。以下同じ。）の２倍以上離す。スパンは公称幅の４倍以上とし、荷重は第６条の引張り強度性能（引

張り強度性能を表示するものに限る。）の計算式で求めた数値まで加える。

図３０

別表第１

(1) 甲種枠組材 （単位 ｍｍ）

区分 特 級 １ 級 ２ 級 ３ 級

ス パ ン

荷重 荷重

グリップ 試験製材

ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞ

ｈ

荷重点 荷重点 試験製材

支点

/3 /3 /3

/2 /2



ｈ：試験製材の幅
：スパン
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節（不健全な 穴（不 節（不健全な 穴（不 節 穴 節 穴

節を除く。） 健全な 節を除く。） 健全な

節を含 節を含

む。） む。）

中 材 中 材 中 材 中 材

央 縁 央 縁 央 縁 央 縁

寸法型式 部 部 部 部 部 部 部 部

１０４ ２２ １９ １９ ３８ ２５ ２５ ５１ ３２ ３２ ６４ ４４ ４４

１０６ ４８ ２９ ２５ ５７ ３８ ３２ ７３ ４８ ３８ ９５ ７０ ５１

２０３ １３ １３ １３ １９ １９ １９ ２２ ２２ ２２ ３２ ３２ ３２

２０４ ２２ １９ １９ ３８ ２５ ２５ ５１ ３２ ３２ ６４ ４４ ４４

２０５ ３８ ２５ ２２ ４８ ３２ ２９ ６０ ４１ ３５ ７６ ５７ ４８

２０６ ４８ ２９ ２５ ５７ ３８ ３２ ７３ ４８ ３８ ９５ ７０ ５１

２０８ ５７ ３８ ３２ ７０ ５１ ３８ ８９ ６４ ５１ １１４ ８９ ６４

２１０ ６７ ４８ ３２ ８３ ６４ ３８ １０８ ８３ ６４ １４０ １１４ ７６

２１２ ７６ ５７ ３２ ９５ ７６ ３８ １２１ ９５ ７６ １６５ １４０ ８９

３０４ ２２ １９ １９ ３８ ２５ ２５ ５１ ３２ ３２ ６４ ４４ ４４

３０６ ４８ ２９ ２５ ５７ ３８ ３２ ７３ ４８ ３８ ９５ ７０ ５１

４０４ ２２ ２２ １９ ３８ ３８ ２５ ５１ ５１ ３２ ６４ ６４ ４４

４０６ ４８ ２９ ２５ ５７ ３８ ３２ ７３ ４８ ３８ ９５ ７０ ５１

４０８ ５７ ３８ ３２ ７０ ５１ ３８ ８９ ６４ ５１ １１４ ８９ ６４

（注）１ 不健全な節とは、第７条の測定方法の節の４に規定するものをいう。

２ 材縁部とは、幅方向のりよう線からの距離が１／６×各寸法型式又は各等級における材縁部の節の数値以下の部分を

いう。

３ 節の一部が材縁部に接する場合には、材縁部の数値を適用するものとする。

(2) 乙種枠組材 （単位 ｍｍ）

区分 コンストラクション スタンダード ユティリティ

節（不健全な 穴（不健全な 節 穴 節 穴

節を除く。） 節を含む。）

寸法型式

２０３ ３２ １９ ３８ ２５ ５１ ３２
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２０４ ３８ ２５ ５１ ３２ ６４ ３８

２０５

２０６

３０４

３０６

４０４

４０６

４０８

（注） 不健全な節とは、第７条の測定方法の節の４に規定するものをいう。

別表第２

(1) 甲種枠組材特級及び１級並びに乙種枠組材コンストラクションの反りの最大矢高の基準値

（単位 ｍｍ）

寸法型式 材 の 長 さ （ｍ）

２．４ ２．４ ３．０ ３．６ ４．２ ４．８ ５．４ ６．０ ６．６ ７．２

未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

３．０ ３．６ ４．２ ４．８ ５．４ ６．０ ６．６ ７．２

未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

２０３ ５ ６ １３ １４ １９ ２４ ２６ ２９ ３３ ３８

１０４ ５ ６ １０ １３ １６ １９ ２１ ２６ ３１ ３５

２０４

３０４

１０６ ３ ６ ８ １１ １４ １７ １９ ２４ ２９ ３３

２０５

２０６

３０６

４０６

２０８ ２ ５ ６ １０ １３ １４ １６ １９ ２４ ２９

４０８

２１０ ２ ３ ６ １０ １１ １３ １４ １７ １９ ２４

２１２ ２ ２ ５ ７ １０ １１ １３ １４ １６ ２１

（注） ４０４の最大矢高の基準値は、「曲がり」の基準値（材の長さの０．２％）とする。

(2) 甲種枠組材２級、乙種枠組材スタンダード及びＭＳＲの反りの最大矢高の基準値

（単位 ｍｍ）

寸法型式 材 の 長 さ （ｍ）

２．４ ２．４ ３．０ ３．６ ４．２ ４．８ ５．４ ６．０ ６．６ ７．２

未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

３．０ ３．６ ４．２ ４．８ ５．４ ６．０ ６．６ ７．２

未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満
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２０３ ６ １０ １６ １９ ２５ ３２ ３５ ３８ ４４ ５１

１０４ ６ １０ １３ １７ ２２ ２５ ２９ ３５ ４１ ４８

２０４

３０４

１０６ ５ ８ １１ １６ １９ ２２ ２５ ３２ ３８ ４４

２０５

２０６

３０６

４０６

２０８ ３ ６ １０ １３ １６ １９ ２２ ２５ ３２ ３８

２１０ ２ ５ ６ １１ １３ １６ １９ ２２ ２５ ３２

２１２ ２ ３ ５ １０ １０ １３ １６ １９ ２２ ２５

（注） ４０４の最大矢高の基準値は、「曲がり」の基準値（材の長さの０．５％）とする。

(3) 甲種枠組材３級及び乙種枠組材ユティリティの反りの最大矢高の基準値

（単位 ｍｍ）

寸法型式 材 の 長 さ （ｍ）

２．４ ２．４ ３．０ ３．６ ４．２ ４．８ ５．４ ６．０ ６．６ ７．２

未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

３．０ ３．６ ４．２ ４．８ ５．４ ６．０ ６．６ ７．２

未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

２０３ １０ １３ ２５ ２９ ３８ ４８ ５２ ５７ ６７ ７６

１０４ １０ １３ １９ ２５ ３２ ３８ ４１ ５２ ６２ ７０

２０４

３０４

１０６ ６ １３ １６ ２２ ２９ ３５ ３８ ４８ ５７ ６７

２０５

２０６

３０６

４０６

２０８ ５ １０ １３ ２１ ２５ ２９ ３２ ３８ ４８ ５７

２１０ ３ ６ １１ １９ ２２ ２５ ２９ ３３ ３８ ４８

２１２ ３ ５ １０ １４ １９ ２２ ２５ ２９ ３２ ４１

（注） ４０４の最大矢高の基準値は、「曲がり」の基準値（材の長さの０．５％）とする。

(4) 幅反りの最大矢高の基準値
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（単位 ｍｍ）

等級等 特級、１級、コンストラクショ ２級、スタンダード、ＭＳＲ ３級、ユティリティ

寸法型式 ン

２０３ １ １ １

１０４ １ １ ２

２０４

３０４

４０４

１０６ ２ ２ ３

２０５

２０６

３０６

４０６

２０８ ２ ３ ５

２１０ ３ ５ ６

２１２ ５ ６ １０

(5) 甲種枠組材特級及び１級並びに乙種枠組材コンストラクションのねじれの最大矢高の基準値

（単位 ｍｍ）

寸法型式 材 の 長 さ （ｍ）

１．８ １．８ ２．４ ３．０ ３．６ ４．２ ４．８ ５．４ ６．０

未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

２．４ ３．０ ３．６ ４．２ ４．８ ５．４ ６．０

未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

２０３ ５ ６ １０ １１ １４ １６ １９ ２１ ２４

１０４

２０４

３０４

４０４

１０６ ６ １０ １４ １７ ２１ ２４ ２９ ３２ ３５

２０５

２０６

３０６

４０６

２０８ １０ １４ １９ ２４ ２９ ３３ ３８ ４３ ４８

２１０ １１ １７ ２４ ３０ ３５ ４１ ４８ ５４ ５９
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２１２ １４ ２１ ２９ ３５ ４３ ４９ ５７ ６４ ７１

(6) 甲種枠組材２級、乙種枠組材スタンダード及びＭＳＲのねじれの最大矢高の基準値

（単位 ｍｍ）

寸法型式 材 の 長 さ （ｍ）

１．８ １．８ ２．４ ３．０ ３．６ ４．２ ４．８ ５．４ ６．０

未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

２．４ ３．０ ３．６ ４．２ ４．８ ５．４ ６．０

未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

２０３ ６ １０ １３ １６ １９ ２２ ２５ ２９ ３２

１０４

２０４

３０４

４０４

１０６ １０ １３ １９ ２２ ２９ ３２ ３８ ４１ ４８

２０５

２０６

３０６

４０６

２０８ １３ １９ ２５ ３２ ３８ ４４ ５１ ５７ ６４

２１０ １６ ２２ ３２ ３８ ４８ ５４ ６４ ７０ ７９

２１２ １９ ２９ ３８ ４８ ５７ ６７ ７６ ８６ ９５

(7) 甲種枠組材３級及び乙種枠組材ユティリティのねじれの最大矢高の基準値

（単位 ｍｍ）

寸法型式 材 の 長 さ （ｍ）

１．８ １．８ ２．４ ３．０ ３．６ ４．２ ４．８ ５．４ ６．０

未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

２．４ ３．０ ３．６ ４．２ ４．８ ５．４ ６．０

未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

２０３ １０ １３ １９ ２２ ２９ ３２ ３８ ４１ ４８

１０４

２０４

３０４

４０４

１０６ １３ １９ ２９ ３５ ４１ ４８ ５７ ６４ ７０

２０５

２０６

３０６
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４０６

２０８ １９ ２９ ３８ ４８ ５７ ６７ ７６ ８６ ９５

２１０ ２２ ３５ ４８ ６０ ７０ ８３ ９５ １０８ １１７

２１２ ２９ ４１ ５７ ７０ ８６ ９８ １１４ １２７ １４３

別表第３

樹種群の略号 樹 種

Ｄ Ｆ ｉ ｒ － Ｌ アカマツ、ウェスタンラーチ、クロマツ、ショートリーフパイン、スラッシュパイン、ダグラ

スファー、ダフリカカラマツ、ロブロリーパイン、ロングリーフパインその他これらに類する

もの

Ｈ ｅ ｍ － Ｔ ａ ｍ イースタンヘムロック、カラマツ、タイワンヒノキ、タマラック、パシフィックコーストイエ

ローシーダー、ヒノキ、ヒバ、ベイヒその他これらに類するもの

Ｈ ｅ ｍ － Ｆ ｉ ｒ アマビリスファー、グランドファー、ツガ、パシフィックコーストヘムロックその他これらに

類するもの

Ｓ－Ｐ－Ｆ又はＳｐｒｕ アルパインファー、エゾマツ、エンゲルマンスプルース、オウシュウアカマツ、コーストシト

ｃｅ－Ｐｉｎｅ－Ｆｉｒ カスプルース、ジャックパイン、トドマツ、バルサムファー、ブラックスプルース、ホワイト

スプルース、ポンデローサパイン、メルクシマツ、モミ、ラジアタパイン、レッドスプルース、

ロッジポールパインその他これらに類するもの

Ｗ Ｃ ｅ ｄ ａ ｒ アガチス、ウェスタンホワイトパイン、ウェスタンレッドシーダー、サイプレスパイン、スギ、

ベニマツ、レッドパインその他これらに類するもの

制定文（昭和４９年７月８日農林省告示第６００号）

この告示は、昭和４９年８月７日から施行する。

改正文（昭和５３年６月９日農林省告示第７２６号）

昭和５３年７月９日から施行する。

附 則（昭和５６年３月１９日農林水産省告示第４０６号）

１ この告示は、昭和５６年４月１９日から施行する。

２ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定により格付けを行う製材及び枠組壁工法構造用製材の格付けに

ついては、昭和５６年６月１９日までは、なお従前の例によることができる。

改正文（昭和５６年１２月２３日農林水産省告示第１９１４号）

昭和５７年１月２３日から施行する。

改正文（昭和６３年９月１０日農林水産省告示第１４１２号）

昭和６３年１０月１０日から施行する。

附 則（平成３年５月２７日農林水産省告示第７０２号）

１ この告示は、平成３年７月１日から施行する。

改正文（平成３年１２月２６日農林水産省告示第１４８６号）

平成４年２月１日から施行する。

附 則（平成６年１１月３０日農林水産省告示第１６２６号）

１ この告示は平成７年４月１日から施行する。

２ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定により格付を行う枠組壁工法構造用製材の格付については、平
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成７年５月３１日までは、なお従前の例によることができる。

改正文（平成９年９月３日農林水産省告示第１３８１号）

平成９年１０月３日から施行する。

附 則（平成１７年８月１５日農林水産省告示第１３０４号）

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から換算して９０日を経過した日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の枠組壁工法構造用製材の日本農林規格により格付の表示が付された枠組壁

工法構造用製材については、なお従前の例による。

附 則（平成１９年８月２９日農林水産省告示第１０８４号）

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から起算して９０日を経過した日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の枠組壁工法構造用製材の日本農林規格により格付の表示が付された枠組壁

工法構造用製材については、なお従前の例による。

（施行期日）

平成１９年８月２９日農林水産省告示第１０８４号については、平成１９年１１月２７日から施行する。

改正文（平成２２年７月９日農林水産省告示第１０３５号）

平成２２年８月８日から施行する。

附 則（平成２２年７月９日農林水産省告示第１０３５号）

平成２２年１０月７日以前に行われる枠組壁工法構造用製材の格付については、この告示による改正前の枠組壁工法構造用製

材の日本農林規格の規定の例によることができる。

（最終改正の施行期日）

平成２２年７月９日農林水産省告示１０３５号については、平成２２年８月８日から施行する。


